
Ⅰ　実施状況の概要

　基本施策１　生産から消費に至る食の安全を確保します。

　基本施策２　行政、食品関連事業者及び消費者の情報共有と

　　　　　　　相互理解を図り、信頼関係を構築し食の安心を実現します。

　基本施策３　食品中の放射性物質対策に取り組み、

　 　　　　　　　より一層の食の安全・安心を確保します。

ふくしま食の安全・安心対策プログラム
平成２６年度上半期（４月～９月）の実施状況

　 食品の生産、製造・加工、流通・販売、消費のすべての段階において、本年度計画した５２事業のう

ち、４７事業を実施しています（５事業は下半期に実施予定）。平成２６年９月末現在、１７の成果目標の

うち、中間実績がまとまった１４の成果目標についてみると、不良食品関係の８つの成果目標について

は、策定時の現況値と同等又は改善が見込まれるものが７つとなっており、不良食品以外の成果目標

６つについては、すべての指標で策定時の現況値と同等又は改善が見込まれる状況となっています。

下半期も、引き続き、食の安全に向けた取組みを確実に実施していきます。

　平成２６年９月末現在、本年度計画した１６事業中、１４事業を実施しています（２事業は下半期に実

施予定）。５つの成果目標について、すべての指標で現況値を改善することが見込まれる数値又は２６

年度目標を達成した数値が得られています。引き続き、行政、食品関連事業者及び消費者が必要な情

報を共有して、相互理解を深め、 食の安心の実現に向けた事業を実施していきます。

　 平成２６年９月末現在、食品中の放射性物質検査を積極的に実施して、測定結果を迅速に情報発信

するとともに、放射性物質に関する正しい情報・知識を共有するため、本年度計画した３１事業（上記の

施策と重複する事業９）のうち、２９事業を実施しています。２つの成果目標は、いずれも策定時の現況

値と同等又は改善されており、本年度も、これまでに食品衛生法における放射性物質の基準値を超過

して出荷、流通販売された食品はありません。引き続き、県民の健康保護に向けた事業を推進してい

きます。
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Ⅱ　プログラムの成果目標と２６年度事業（上半期）の実績

　基本施策１　生産から消費に至る食の安全を確保します。

（１）　安全な食品の生産と供給

代表指標 現況値 25年度実績 26年度中間実績 26年度目標値

①
１１４産地

（23年度実績）
１５６産地 ー １８６産地

②
4,081ha

（23年度実績）
3,890ha ー 5,000ha

③ ０件
（21～23年度平均）

０件 ０件 ０件

（２）　生産から消費に至る監視・指導の強化

代表指標 現況値 25年度実績 26年度中間実績 26年度目標値

④
０件

（23年度実績）
１件 ０件 ０件

⑤
０件

（23年度実績）
１件 ０件 ０件

⑥
０件

（23年度実績）
０件 ０件 ０件

⑦
100％

（23年度実績）
100% 100% 100%

⑧ 43件
（21～23年度平均）

28件 18件 32件以下

⑨ 12件
（21～23年度平均）

10件 ２件 ９件以下

⑩ ４件
（21～23年度平均）

９件 ９件 ３件以下

⑪ １件
（21～23年度平均）

１件 ０件 ０件

（３）　食品表示の適正化の推進

代表指標 現況値 25年度実績 26年度中間実績 26年度目標値

⑫ 25件
（21～23年度平均）

25件 ９件 18件以下

⑬ 94％
（21～23年度平均）

84.2％ 95.2％ 100%

⑭ 92％
（21～23年度平均）

98.3％ 99.6％ 100%

（４）　食の安全を確保するための検査体制の充実

代表指標 現況値 25年度実績 26年度中間実績 26年度目標値

⑮
０件

（23年度実績）
２件 ー ０件

⑯ 47件
（21～23年度平均）

52件 30件 35件以下

（５）　食の安全に関する調査研究の推進

代表指標 現況値 25年度実績 26年度中間実績 26年度目標値

⑰
０件

（23年度実績）
０件 ０件 ０件

ＪＡＳ法に基づく生鮮食品業者の
適正表示率

福島県試験検査精度管理における
検査値の逸脱施設数

食品衛生法上の不良食品発生件数

残留農薬の分析検体のうち
基準値を超過した検体数

食品製造施設に起因する
不良食品発生件数

食品営業施設・給食施設での
食中毒発生件数

食品の流通販売施設に起因する
不良食品発生件数

輸入食品での不良食品発生件数

食品衛生法に基づく
表示不良食品の発生件数

ＪＡＳ法に基づく食品加工業者の
適正表示率

有機栽培・特別栽培面積（水稲）

HACCP承認施設における
不良食品発生件数

食品衛生法に基づく検査での
残留農薬違反件数

養殖出荷魚の残留薬品の検出回数

毒化貝類の出荷件数

動物用医薬品の製造・販売業者の
適法状況割合

ＧＡＰ（農業生産工程管理）取組産地数
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　基本施策２　行政、食品関連事業者及び消費者の情報共有と
　　　　　　　相互理解を図り、信頼関係を構築し食の安心を実現します。

（１）　食の安全に関する情報の共有と普及啓発の推進

代表指標 現況値 25年度実績 26年度中間実績 26年度目標値

① 22件
（21～23年度平均）

16件 ６件 16件以下

（　９件　（　〃　）） （２件） （３件） 　（6件以下）

②
25年度より

実施
56.2% 63.4％ 平成25年度以上

（２）　食の安全に関するリスクコミュニケーションの促進

代表指標 現況値 25年度実績 26年度中間実績 26年度目標値

③

25年度より
実施

56.2% 63.4％ 平成25年度以上

（３）　食の安全に関する県民の意見の施策への反映

（４）　食育の推進

代表指標 現況値 25年度実績 26年度中間実績 26年度目標値

④
47.5％

（H24.4.1現在
作成数）

67.8％ 67.8％ 55%

⑤
０件

（24年度末）
１２社 15社 平成25年度以上

　基本施策３　食品中の放射性物質対策に取り組み、
　 　　　　　　　より一層の食の安全・安心を確保します。

（１）　安全な食品の生産に向けた放射性物質対策

代表指標 現況値 25年度実績 26年度中間実績 26年度目標値

①
９件

（23年度実績）
０件 ０件 ０件

（２）　食品中の放射性物質検査と測定結果の情報発信

代表指標 現況値 25年度実績 26年度中間実績 26年度目標値

９件
（23年度実績）

０件 ０件 ０件

（３）　飲用水の放射性物質検査と測定結果の情報発信

代表指標 現況値 25年度実績 26年度中間実績 26年度目標値

②
０件

（23年度実績）
０件 ０件 ０件

（４）　食品中の放射性物質対策に伴う情報共有と
リスクコミュニケーションの促進

（５）　食品中の放射性物質対策に関する調査研究の推進

水道水・飲用井戸水における放射性物質の
管理目標値を超過した件数

16件以下

講習会等で実施するアンケート調査にお
いて「食の安全・安心が確保されている」と
回答した割合（再掲）

食育推進計画を作成している
市町村の割合

福島県食育応援企業団の登録数

食品衛生法における放射性物質の基準値を
超過して出荷、流通販売された食品の件数
＜食品衛生法上の違反食品件数＞

講習会等で実施するアンケート調査にお
いて「食の安全・安心が確保されている」と
回答した割合

食品営業施設等・家庭における
食中毒発生件数（再掲）

22件
（21～23年度平均）

６件16件

食品衛生法における放射性物質の基準値を
超過して出荷、流通販売された食品の件数
＜食品衛生法上の違反食品件数＞（再掲）

食品営業施設等・家庭における
食中毒発生件数

（うち、毒きのこ等による食中毒発生件数）
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　１　生産から消費に至る食の安全を確保します。

ア　安全な農林水産物の生産と供給
　

【成果目標】
（代表指標） 24年度 25年度 26年度中間

114産地
（23年度実績）

118産地 156産地 - 186産地 -

4,081ha
（23年度実績）

4,007ha 3,890ha - 5,000ha -

【具体的な取組み】

○ GAP（農業生産工程管理）取組産地数

○ 有機栽培・特別栽培面積（水稲）

評　　価
（27年度実

施）

　引き続き、エコファーマーの認定誘導を
図るとともに、ＰＲポスターの配布・掲示に
よる環境と共生する農業の取組拡大を図り
ます。
　また、平成２７年４月より法制化となる環
境保全型農業直接支援対策の周知徹底を
行い、国の制度を活用した積極的な推進を
図ります。

平成２６年度事業・取組の実施状況

（１）　安全な食品の生産と供給

現況値
実績

26年度目標

（１）平成25年度事業実績

　①  GAP推進マニュアル（追補版）の作成と配付：
        対象品目２品目（大豆、そば）、作成部数７００部
　②　GAP推進マニュアル参考資料の作成と配付：
        対象品目２品目（大豆、そば）、作成部数７００部
　③　GAP推進リーフレット：作成部数３６，０００部

　秋冬品目においても、農薬散布履歴の記
帳推進と出荷前確認を推進します。

  基幹作物、戦略作物の全てにおいて、履歴の全戸確認若しくは抽出確認を実施しているＪ
Ａ等出荷団体数：１５／１８

 放射性物質に対応したGAPを推進するため、
新たに作成した県マニュアルに基づき、産地
におけるGAPの実践を推進しています。その
ため、県では、GAP推進リーフレットをさらに
50,000部追加作成し、普及を図っています。ま
た、補助事業を活用し、１事業者がGAPの導
入に取り組むことになりました。

事業実績・事業計画事業名称・内容

　県慣行基準の新規品目の追加（１品目）、全品目数70品目
　環境と共生する農業推進マーク（３種類）の活用推進（２３件）

　農産物の出荷段階での農薬散布履歴の記
帳はもとより、ＪＡ等出荷団体が農産物の出荷
前に農薬使用履歴をチェックする体制の整備
推進を図っています。（実績は年度末に照会
予定）

（３）平成26年度下半期活動計画

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　県産農産物の生産段階にお
ける安全確保に向け、 ＧＡＰ
（農業生産工程管理）の推進
導入を図ります。

（２）平成26年度上半期実績

  たい肥等を活用した土づくり
や化学農薬・肥料の削減を一
体に行う「持続性の高い農業
生産方式」の導入を促進し、こ
れらの技術を導入する「エコ
ファーマー」 を育成することに
より環境と共生した農業を積極
的に普及します。

No1
農薬適正使用の推進（防
除履歴の確認）
【環境保全農業課】

No2
食の安全・安心の推進
（ＧＡＰの推進）
【環境保全農業課】

（３）平成26年度下半期活動計画

（１）平成25年度事業実績

No３
「環境と共生する農業」の
啓発
【環境保全農業課】

（１）平成25年度事業実績

　エコファーマー制度および環境と共生する農
業推進マークの活用推進のための資料を作
成し、農林事務所を通じたエコファーマーの認
定拡大と環境と共生する農業の普及推進を図
りました。また、消費者への理解促進と農業者
に対する推進マーク活用を進めるため、福島
大学と連携し、ＰＲポスターの作成に取り組み
ました。

  農産物の生産段階での農薬
散布履歴の記帳はもとより、ＪＡ
等生産団体が農産物出荷前
に農薬使用履歴をチェックする
体制を整備するようにしていま
す。

（２）平成26年度上半期実績

　GAPマニュアルの追補版を作成し、マ
ニュアルのさらなる充実を図るとともに、県
内産地におけるGAPの実践を推進します。
また、補助事業に取り組む事業者の取り組
みを重点的に支援します。
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No４
有機栽培等の推進
【環境保全農業課】

（１）平成25年度事業実績

・首都圏消費者等を対象にした現地交流会の
開催、県内オーガニックイベント開催支援
・現地実証ほにおける技術体系の検証と普及
（県内全7カ所実施中）
・情報誌「ふくしまオーガニック通信」の発行（3
回まで発行）
・各種研修会の開催（県内3方部にて開催）

・県産有機農産物の販路確保及びＰＲを目
的として、日本最大規模のオーガニック系
商談会である「オーガニックEXPO」におい
て福島県ブース出展を行います。
・実証ほ、情報誌の発行、各種研修会等、
上半期の活動についても継続して実施しま
す。

（３）平成26年度下半期活動計画

  ・県産有機農産物PR、販路確保対策（商談会の開催、イベント参加）
　・県産有機農産物の6次産業化の推進（セミナー開催）
　・現地実証ほにおける技術体系の検証と普及（県内全10カ所）
　・情報誌「ふくしまオーガニック通信」の発行（H25年度5回発行）
　・各種研修会の開催（県内3方部にて開催）
　・有機農業者間の連携や組織化を推進　等

No５
死亡牛のBSE検査の推
進
【畜産課】

  畜産物の安全性を確保する
ため、「牛海綿状脳症対策特
別措置法」の規定に基づき、死
亡牛についてＢＳＥ（牛海綿状
脳症) 検査を実施するととも
に、 ＢＳＥの原因究明を行いま
す。

  安全・安心なきのこ栽培を推
進するため、放射性物質対策
を盛り込んだ福島県安心きの
こ栽培マニュアルに基づく栽培
方法の指導を実施します。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　安全・安心なきのこ栽培を推進するため、放
射性物質対策を盛り込んだ福島県安心きのこ
栽培マニュアルを策定し、当課ホームページ
へ掲載し周知、普及を行いました。また、各農
林事務所の林業普及指導員等がきのこ生産
者に対しマニュアルの配布、マニュアルに基づ
く栽培方法の指導を行いました。
　マニュアルの配布、栽培方法の指導を行っ
た生産者数：358人
　なお、マニュアルに基づく栽培管理を行い、２
市町の原木しいたけ（施設栽培）生産者４名の
出荷制限が解除されました。

　本年度下半期においても、引き続き、福
島県安心きのこ栽培マニュアルの普及と栽
培指導を行っていく予定です。
　マニュアルの配布、栽培方法の指導を行
う生産者数：274人

No6
安全・安心きのこ栽培の
推進
【林業振興課】

（１）平成25年度事業実績

　①県内３箇所で生産者説明会を開催しました。
　　（参加人数：１２９名）
　②マニュアルの周知、普及のため、県ホームページにマニュアル
　　を掲載するとともに、県内のJA、森林組合、生産者等へ文書に
　　よる周知を行いました。

No7
ふくしま園芸パワーアップ
事業
【園芸課】

（１）平成25年度事業実績

　①新たなふくしまの未来を拓く園芸振興推進会議（H26.3.11）１回
　②園芸重点品目専門部会（H2５.６.６　他）　７回

　 1,552頭のＢＳＥ検査を実施し、全頭陰性を確認しました。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　畜産物の安全性を確保するため、牛海綿状
脳症対策特別措置法の規定に基づき、24ヶ月
齢以上の死亡牛についてＢＳＥ検査を実施し
ました。
　平成26年度上半期は、686頭の死亡牛ＢＳＥ
検査を実施し、全頭陰性を確認しました。

　畜産物の安全性を確保するため、牛海綿
状脳症対策特別措置法の規定に基づき、
24ヶ月齢以上の死亡牛についてＢＳＥ検査
を行います。

（２）平成26年度上半期実績

（１）平成25年度事業実績

  有機栽培・特別栽培による産
地づくりを進めるため、有機栽
培・特別栽培に関する農業
者、消費者、流通関係者、行
政機関等の関心と理解の促進
に努めます。

 「新たなふくしまの未来を拓く
園芸振興プロジェクト」におけ
る重点推進項目として安全・安
心の確保を位置付け推進しま
す。
　新たなふくしまの未来を拓く
園芸振興推進会議、地方推進
会議及び園芸重点品目専門
部会を開催し、取組みを促進
します。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

園芸重点品目専門部会（H26.4.30　他）５回 ①新たなふくしまの未来を拓く園芸振興推
進会議　１回
②園芸重点品目専門部会　２回
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イ　安全な食品の製造加工

【成果目標】
（代表指標） 24年度 25年度 26年度中間

０件
（21～23年度平均）

0件 0件 ０件 0件 -

【具体的な取組み】

　No３
飲料水関係施設の衛生
確保
【食品生活衛生課・中核市】

　 水道事業等監視対象：１６９（１６７）施設
　監視件数：１６７施設
　※括弧内は、避難指示区域のため立入不可の施設を除いた値

No２
食品の高度衛生管理
（HACCP）の推進
【食品生活衛生課・中核市】

  飲料水及び食品の製造に使
用する原材料や器具・機材等
の洗浄水として供給される水道
水等の安全を確保するため、
水道施設や井戸水源等の適
正な管理について、指導・助
言を行います。

（２）平成26年度上半期実績

（１）平成25年度事業実績

（２）平成26年度上半期実績

（３）平成26年度下半期活動計画

　水道事業等の立入検査を実施しました。
　監視対象：152（150）施設
　監視件数：126件
　※括弧内は、津波被害により流出した水道
事業を除いた施設数

　未実施の施設について、計画的に立入
検査を実施します。

　福島県県産品加工支援センターにて、県内
の食品加工業者に対する技術相談、試験・加
工機器の利用、商品開発・技術移転等の支援
を行いました。
相談件数：708件
　うち放射能関係相談：440件（8月末）

　引き続き、県内加工食品業者からの相談
に応じるとともに、機器の利用や商品開発
の支援を行います。

（１）平成25年度事業実績

　相談件数：1,727件
　うち放射能関係相談：1,257件

26年度目標

事業名称・内容 事業実績・事業計画

  食品製造施設において、高
度衛生管理（ＨＡＣＣＰ）導入
施設に対し、専門的な監視・指
導等を実施し、当該施設で製
造される食品の安全確保を図
ります。

No１
食品製造・加工に関する
技術相談
【産業創出課】

実績 評　　価
（27年度実

施）

○ HACCP承認施設における不良食品発生件数

現況値

  多様化する消費者ニーズに
対応して食品加工の現場で生
じる様々な技術的課題に対し、
適切なアドバイスを行います。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

（１）平成25年度事業実績

　HACCP導入施設：１４施設　　監視数：１72回

（３）平成26年度下半期活動計画

　牛乳、食肉製品などの高度衛生管理（ＨＡＣ
ＣＰ）を導入している食品製造施設（１４施設）
について、上半期に延べ７９回立入調査を行
い、衛生指導等を実施しました。
　当該施設における不良食品の発生はありま
せんでした。

  高度衛生管理（ＨＡＣＣＰ）導入食品製造
施設については、製造される食品が県内
外広域的に流通していることから、事故の
発生・拡大を未然に防止するため、引き続
き専門的な監視・指導を定期的に実施しま
す。
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【成果目標】
（代表指標） 24年度 25年度 26年度中間

０件
（23年度実績）

１件 1件 0件 0件 -

０件
（23年度実績）

0件 １件 0件 0件 -

０件
（23年度実績）

0件 0件 0件 0件 -

１００％
（21～23年度

平均）
100% 100% 100% 100% -

【具体的な取組み】

  米のカドミウム濃度が基準値
(0.4ppm未満)を超えないため
の営農対策を行います。栽培
管理・土壌管理（土壌改良資
材の施用）等の営農指導、客
土及び転作誘導を指導しま
す。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

（２）平成26年度上半期実績

　指導件数：37件

   内水面水産試験場実施の
講習会・巡回指導を通じて、県
内養殖業者に対し水産用医薬
品等の使用が適正にされるよう
指導を行い、養殖水産物の安
全を確保します。

（３）平成26年度下半期活動計画

　養殖業者に対し講習会、巡回指導等を通
じて水産用医薬品の適正使用を継続指導
します。

○ 動物用医薬品の製造・販売業者の適法状況割合

○ 養殖出荷魚の残留薬品の検出回数

○ 毒化貝類の出荷件数

No２
県産米のカドミウム対策
【水田畑作課】

　養殖業者に対し巡回指導等を通じて水産用
医薬品の適正使用を指導しました（33回）。

（２）　生産から消費に至る監視・指導の強化

　5月27日に関係機関・団体を参集して産米改
善対策会議を開催し、栽培管理の徹底を図り
ました。

　関係機関・団体と連携し、今後とも継続し
て栽培管理の徹底を図ります。

No３
魚類防疫指導
【水産課】

現況値

（１）平成25年度事業実績

No１
農薬適正使用の推進（啓
発・指導）
【環境保全農業課】

事業名称・内容 事業実績・事業計画

１　農薬適正使用推進会議　８回
２　農薬使用者等研修会等　２，３９６回　参加者４９，０６３名

（１）平成25年度事業実績

実績

  福島県農薬適正使用推進方
針に基づき、全県的には福島
県農薬適正使用推進会議、農
林事務所単位で地方農薬適
正使用推進会議を設置して、
農業者、関係団体等に農薬の
適正使用を推進していきます。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

（１）平成25年度事業実績

　５月２９日に福島県農薬適正使用推進会議
を開催したほか、各種研修会等を通じて、農
業者、関係団体等へ農薬の適正使用を推進し
ました。

 ・重点対象６市町村及び関係ＪＡ等の参集による産米
    改善対策会議の開催：１回
  ・技術対策情報の提供：１回

評　　価
（27年度実

施）

ア　生産段階における監視・指導の強化

26年度目標

○ 食品衛生法に基づく検査での残留農薬違反件数

　各種研修会の他、各地方農薬適正使用
推進会議（事務局：農林事務所）の開催を
通じて、農薬の適正使用を推進します。
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（１）平成25年度事業実績

　貝毒検査回数：１１回

  生産段階での貝類の安全性
を確保するため貝毒の検査を
実施し、毒化貝類の出荷を防
止します。

（２）平成26年度上半期実績

　ムラサキイガイを対象とした貝毒検査を8回
実施しました。4/7に採取した検体から規制値
（4.0MU/g可食部）を超える麻痺性貝毒が検出
され、4/10に採捕・出荷の規制を行い、その後
の検査から7/15に規制を解除しました。なお、
沿岸漁業は操業自粛を継続しており本種の出
荷はありませんでした。

No４
貝毒検査指導
【水産課】

　全ての産地市場が被災し、水揚げが行われ
ている市場でも沿岸漁業の操業自粛等により
取扱量が少ないため、産地市場関係者への
衛生管理に関する指導等を実施できる機会は
ありませんでした。

（２）平成26年度上半期実績

No6
動物薬事監視・指導
【畜産課】

（１）平成25年度事業実績

　 140件の動物用医薬品製造業者等に対して立入検査による指導を行い、適法状況を維
持していました。

  動物用医薬品の適正流通を
図り、畜産物の安全性を確保
するため、県内の動物用医薬
品等製造業者及び販売業者
に対し、動物用医薬品の適正
販売等監視・指導のための立
入検査を実施します。

（２）平成26年度上半期実績

  飼料及び飼料添加物の安全
性を確保するため、県内の飼
料製造及び販売者に対し、飼
料及び飼料添加物の製造販
売の安全性に係る立入検査を
実施します。

（３）平成26年度下半期活動計画

　飼料製造業者９箇所、飼料添加物製造業者１箇所、飼料販売業者２４箇所に対して立入
検査を実施し、全て適正でした。

（２）平成26年度上半期実績

　漁業団体等と連携した衛生管理指導を
検討していきます。

　実施回数：０回

  安全な水産物を出荷するた
め、産地市場関係者に対して
様々な機会を利用し、衛生管
理の徹底を図ります。

（３）平成26年度下半期活動計画

　動物用医薬品の適正流通を図り、畜産物の
安全性を確保するため、県内の動物用医薬品
製造業及び販売業者等に対し立入検査を実
施しました。
　63件の立入検査と指導により、適法状況を
維持していました。

　動物用医薬品の適正流通を図り、畜産物
の安全性を確保するため、県内の動物用
医薬品製造業及び販売業者等に対し立入
検査を実施します。

No７
飼料の安全確保強化の
指導
【畜産課】

（１）平成25年度事業実績

（３）平成26年度下半期活動計画

（１）平成25年度事業実績

　平成27年2月から貝毒検査を再開します
（年度内3回）。

No５
水産物産地市場衛生管
理指導
【水産課】

（３）平成26年度下半期活動計画

　飼料及び飼料添加物の安全性を確保するた
め、飼料製造業5箇所、飼料販売業者18箇所
に対し立入検査を実施し、すべて適正でした。

　飼料及び飼料添加物の安全性を確保す
るため、飼料製造業者6箇所、飼料添加物
製造業者2箇所、飼料販売業者8箇所に対
し立入検査を実施します。
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【成果目標】
（代表指標） 24年度 25年度 26年度中間

４３件
（21～23年度

平均）
２７件 ２８件 １８件 ３２件以下 -

１２件
（21～23年度

平均）
７件 １０件 ２件 ９件以下 -

【具体的な取組み】

  県特産食品における不良食
品が市場等へ出荷、流通販売
されないよう、県内各地の特産
食品製造施設を監視・指導す
るとともに、製造者を対象に衛
生講習会を実施します。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　・特産食品製造施設：１８４施設
　・監視数：５１施設
　・特産食品の不良食品数：発生なし

現況値

　「平成２６年度食品衛生監視指導計画」
に基づき、大量調理施設を重点的に監視・
指導します。下半期は、特に、ノロウイルス
による食中毒が多発する時期であることか
ら、加熱調理食品の的確な温度管理につ
いて、調理従事者等に指導を行います。

（１）平成25年度事業実績

  福島県、郡山市及びいわき
市は、それぞれが策定した「食
品衛生監視指導計画」  に基
づき、衛生的な施設管理が図
られるよう、食品製造施設の監
視・指導を実施し、不良食品の
製造を防止します。

　・旅館、弁当屋等、集団給食施設：4,147施設
　・監視数：1,701施設
　・食中毒発生件数（食品営業施設が原因）
　　平成26年度（上半期）：２件、102名

○ 食品営業施設・給食施設での食中毒発生件数

評　　価
（27年度実

施）

・食品製造施設数：9,121施設　・監視数：6,828施設
・食品製造施設での不良食品　３３件
　　うち、食品製造施設に原因があった件数：２８件
　　（放射性物質基準値超過　５件）　（表示不適16、
　　　　規格基準違反４、異物混入７、ｱﾚﾙｷﾞｰ物質混入１）

（１）平成25年度事業実績

（２）平成26年度上半期実績

No２
食中毒の防止対策
【食品生活衛生課・中核市】

No３
県特産食品製造施設の
監視・指導
【食品生活衛生課・中核市】

（１）平成25年度事業実績

・特産食品製造施設：１９１施設
　・監視数：１１０施設
　・特産食品の不良食品発生数
　　　平成23年度：１件（生めん（ラーメン））
　　　平成24年度：発生なし
　　　平成25年度：１件（生めん（ラーメン）：不適正表示）

○ 食品製造施設に起因する不良食品発生件数

実績
26年度目標

・旅館、仕出し屋、弁当屋や集団給食施設：4,055施設
　・監視数：2,668施設
　・食中毒発生件数（営業施設等が原因のもの）
　　平成22年度：７件、213名　平成23年度：19件、278名
　　平成24年度：７件、128名　平成25年度：10件、367名

  旅館、仕出し屋、弁当屋等の
大量調理施設の監視、食品の
検査、衛生講習会等 により、
食中毒発生の未然防止を図り
ます。また、食中毒発生時にお
いて、迅速かつ的確な調査を
実施し発生原因及び原因施設
を特定するとともに再発防止を
指導します。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

イ　製造・加工段階における監視・指導の強化

　下半期は、凍み豆腐、山菜等の缶詰、あ
んぽ柿などの県特産食品の製造施設に対
する監視指導及び衛生講習会を実施し、
施設設備の衛生管理、食品の衛生的な取
扱及び適正表示などについて指導を行い
ます。

（３）平成26年度下半期活動計画

・食品製造施設数：9,105施設
・監視数：3,358施設
・食品製造施設での不良食品　18件（表示不
適3、異物混入6、規格基準違反6（放射性物質
を除く）、カビ発生2、食中毒菌発生1）

　「平成２６年度食品衛生監視指導計画」
に基づき、これまでに不良食品の発生が多
い業種施設を重点的に監視指導します。な
お、不良食品発生時には、原因の究明及
び再製品の自主回収や再発防止対策等に
ついて指導を行います。

事業名称・内容 事業実績・事業計画

No１
食品製造施設の監視・指
導
【食品生活衛生課・中核市】
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  健康増進法に基づく給食施
設の指導を実施することによ
り、給食の栄養状況の 改善を
図ります。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

No６
学校給食施設衛生管理
指導
【健康教育課】

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　８３施設

（１）平成25年度事業実績

  学校給食施設、保育所、社
会福祉施設、病院等の給食施
設の立入検査を実施し、安全
な給食の提供が図られるよう、
衛生指導を行います。

　健康増進法に基づく給食施設の指導を実施
することにより、給食の栄養状況の改善を図っ
た。６保健福祉事務所において、年間巡回計
画に基づき指導を行いました。
　○特定給食施設等巡回指導件数157件（内
訳：特定給食施設114件、小規模特定給食施
設43件）

No４
特定給食施設管理事業
【健康増進課】

No５
集団給食施設の監視・指
導
【食品生活衛生課・中核市】

　特定給食施設総数1,036施設中、巡回指導実施施設は447施設（特定給食施設：255、小
規模特定給食施設：192）でした。巡回指導率は、平成２５年度は43.1％でした。

　・集団給食施設：1,195施設
　・監視数：344施設
  ・不良食品発生数：３件（異物の混入）
　・食中毒発生件数：発生なし。

（１）平成25年度事業実績

　・集団給食施設：1,210施設
　・監視数：568施設
  ・不良食品発生数：２件（異物の混入）
　・食中毒発生件数：発生なし。

　本年度の下半期についても、引き続き各
保健福祉事務所において、特定給食施設
等に対する巡回指導を実施します。
　○特定給食施設等巡回指導予定件数
173件（内訳：特定給食施設100件、小規模
特定給食施設73件）

　
　学校給食施設を訪問し、「学
校給食実施基準」や「学校給
食衛生管理基準」の遵守状況
について指導・助言を行いま
す。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

 県立及び市町村立学校給食施設を訪問し、
35施設に対して「学校給食実施基準」や「学校
給食衛生管理基準」の遵守状況について指導
助言を行いました。

　県立及び市町村立学校給食施設を訪問
し、「学校給食実施基準」や「学校給食衛生
管理基準」の遵守状況について指導助言
を行います。

（１）平成25年度事業実績

「大量調理施設の衛生管理マニュアル」等
に基づき、下半期は、特に、ノロウイルスに
よる食中毒発生の未然防止に向けて、衛
生指導を実施します。
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【成果目標】
（代表指標） 24年度 25年度 26年度中間

４件
（21～23年度

平均）
１１件 ９件 ９件 ３件以下 -

【具体的な取組み】

No２
卸売市場の品質管理指
導
【農産物流通課】

（１）平成25年度事業実績

　 意識啓発セミナーの開催　０回（開催実績なし）

  食品を安全に流通させるた
め、地方（その他）卸売市場の
開設者をはじめとする 関係者
に対し意識啓発セミナーを開
催します。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　 意識啓発セミナーの開催　０回 　意識啓発セミナーの開催　1回
（平成27年2月開催予定）

No３
米トレーサビリティ法に基
づく監視・指導
【環境保全農業課】

（１）平成25年度事業実績

　調査事業者数：８９事業者

  集荷業者、米殻卸業者、小
売業者及び外食店等に対する
巡回調査等を実施し、適正な
米殻流通に向けた指導・啓発
等を行います。

評　　価
（27年度実

施）
現況値 26年度目標

実績

事業名称・内容

  食品の取扱い量の多い市
場、大型小売店（調理部門を
含む）及び仕出し・弁当屋に
おいて、衛生的な食品の取扱
い、適正な食品の保存方法及
び表示の実施について監視・
指導を実施し、不良食品を排
除します。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

事業実績・事業計画

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　米トレーサビリティ法に基づく適正な米穀流
通のため、外食店や小売店、弁当店２８事業
者に対し、巡回調査・指導・啓発を実施しまし
た。

　引き続き、米トレーサビリティ法に基づく
適正な米穀流通のため、外食店や小売
店、弁当店に対し、巡回調査・指導・啓発を
実施します。

○ 食品の流通販売施設に起因する不良食品発生件数

　・市場・大型小売店等の施設数：1,921施設
　・監視数：1,911施設
  ・食品販売施設における不良食品数：９件
　   （表示不適正６、異物混入３）

　引き続き、食品市場や大型小売店等に
対する監視を計画的に実施し、食品の衛
生管理について指導します。

No１
市場・大型小売店等の食
品調理・販売施設の監
視・指導
【食品生活衛生課・中核市】

（１）平成25年度事業実績

　・市場・大型小売店等の施設数：2，203施設
　・監視数：4,324施設
  ・食品販売施設における不良食品数：１７件
　   うち、食品の流通販売施設に原因があった件数：９件
　　　（表示不適）

ウ　流通・販売段階における監視・指導の強化
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エ　輸入食品に対する監視・指導の強化

【成果目標】
（代表指標） 24年度 25年度 26年度中間

１件
（21～23年度

平均）
０件 １件 ０件 ０件 -

【具体的な取組み】

【成果目標】
（代表指標） 24年度 25年度 26年度中間

２５件
（21～23年度

平均）
２３件 ２５件 ９件 １８件以下 -

９４％
（21～23年度

平均）
７４．５％ ８４．２％ ９５．２％ 100% -

９２％
（21～23年度

平均）
９７％ ９８．３％ ９９．６％ 100% -

【具体的な取組み】

  輸入食品の取扱い量が多く
流通販売の拠点となる市場及
び大型小売店の監視・指導を
実施し、輸入違反食品を排除
します。また、食品製造施設の
監視時において、輸入食品を
原材料として使用している実態
が確認された場合は、当該輸
入食品の表示等を調査し、違
反食品の使用を未然に防止し
ます。

No１
市場・大型小売店等にお
ける輸入食品の監視・指
導
【食品生活衛生課・中核市】

　特に、年末は食品市場や大型小売店で
の食品取扱量が増加することから、輸入食
品についても適正表示、衛生的な管理に
ついて、監視指導を実施します。

現況値
実績 評　　価

（27年度実
施）

26年度目標

評　　価
（27年度実

施）

実績
26年度目標現況値

事業名称・内容 事業実績・事業計画

　・市場・大型小売店の施設数：488施設
　・監視数：1,394施設
　・輸入食品での不良食品発生は、ありません
でした。

（３）　食品表示の適正化の推進

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

（１）平成25年度事業実績

　・市場・大型小売店の施設数：585施設
　・監視数：3,334施設
  ・輸入食品での不良食品発生件数：１件  （トルコから輸入された
    ミネラルウォーターの不適正な賞味期限表示がありました。）

事業実績・事業計画事業名称・内容

No１
食品の製造施設及び食
品調理・販売施設の監
視・指導
【食品生活衛生課・中核市】

（１）平成25年度事業実績

　・食品製造施設、食品調理・販売施設等数：10,699施設
　・監視数：11,041施設
　・不適正表示の発生件数：25件
　　　（食品製造施設16、大型小売店の食品の調理・販売施設９）

  食品製造施設及び食品調
理・販売施設に対し、立入調
査を行い、食品の製造工程に
おいて、適正な表示がなされ
ているか、また、食品の調理・
販売施設において、適正に表
示された食品が販売されてい
るか監視・指導を行い、製造か
ら流通販売までの段階におけ
る不良表示食品を排除しま
す。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

・食品製造施設、食品調理・販売施設等数：
10,251施設
　・監視数：4,966施設
　・不適正表示の発生件数：９件
　　（製造施設３、食品の調理・販売施設６）

　食品製造施設、食品市場や大型小売店
及び弁当屋などの施設を対象として、引き
続き、食品の適正表示について計画的に
監視指導を実施します。

○ 輸入食品での不良食品発生件数

○ 食品衛生法に基づく表示不良食品の発生件数

○ ＪＡＳ法に基づく食品加工業者の適正表示率

○ ＪＡＳ法に基づく生鮮食品業者の適正表示率
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No３
食品表示の適正化指導
（製造段階）
【環境保全農業課】

  適正な食品表示を推進する
ため県内の食品加工業者に対
して、ＪＡＳ法に基づく調査等を
実施し、食品の適正表示を指
導します。

　ＪＡＳ法に基づく食品表示の適正化に向け
て、食品加工業者に対し、巡回調査・指導・啓
発を実施しました。

  適正な食品表示を推進する
ため、県内の生鮮食品業者に
対して、ＪＡＳ法に基づく調査等
を実施し、食品の適正表示を
推進します。

（２）平成26年度上半期実績

　関係機関と連携し、加工食品の適正な表
示を推進する中心的人材を養成する講習
会を開催します。
　表示に関する各法律及び表示の方法の
講義と表示作成の実習を行います。（２日
間）

（１）平成25年度事業実績

　食品加工事業者調査実施数：３０件

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

No２
適正表示推進者養成講
習会
【郡山市】

（１）平成25年度事業実績

　開催日：３月４日（火）及び３月５日（水）の２日間
　内容：食品衛生法、ＪＡＳ法、景品表示法、健康増進法
　受講者数：２４名

  関係機関（東北農政局福島
地域センター、福島県県中農
林事務所、福島県県中地方振
興局）と連携し、加工食品の適
正な表示を推進する中心的人
材を養成する講習会を開催し
ます。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　
 上半期の実施はありません。

No４
食品表示の適正化指導
（流通販売段階）
【環境保全農業課】

（１）平成25年度事業実績

　生鮮食品販売店調査店舗数：のべ２９９店舗

　引き続き景品表示法違反被疑事件の発
生等に応じて調査及び指導を行い、表示・
景品付販売の適正化を図ります。

（３）平成26年度下半期活動計画

　ＪＡＳ法に基づく食品表示の適正化に向け
て、生鮮食品販売事業者８５事業者に対し、巡
回調査・指導・啓発を実施しました。

　引き続き、ＪＡＳ法に基づく食品表示の適
正化に向けて、生鮮食品販売事業者に対
して、巡回調査等を実施します。（１０月強
化月間）

　景品表示法に基づき、被疑
事案について、調査、指導を
行い、不当景品類・不当表示
を防止します。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　景品表示法違反被疑事件について調査及び
指導を行い、表示・景品付販売の適正化を図
りました。
　取扱件数　表示５件(内食品関係３件）

No６
表示制度の徹底、相談・
普及
【健康増進課】

（１）平成25年度事業実績

　食品営業者に対する栄養表示基準・特別用途食品等
　◇指導・相談　　延べ回数：55件　　延べ人数：56人
 
  食品営業者に対する虚偽誇大広告等
  ◇指導・相談　　延べ回数：13件　　　延べ人数：8人

　健康増進法に係る栄養表示
基準、特別用途食品、いわゆ
る健康食品の表示等について
適正なものとするため、食品営
業者（製造者や販売者、広告
を行う者等）を対象とした相談・
指導、講習会等における普及
を行います。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　健康増進法に係る栄養表示基準、特別用途
食品、いわゆる健康食品の表示等について適
正なものとするため、６保健福祉事務所にお
いて、食品営業者を対象とした相談・指導等に
おける普及を行いました。
○個別指導　延べ指導件数18件

　本年度の下半期についても、引き続き各
保健福祉事務所において、食品営業者を
対象とした相談・指導等を実施します。
　○個別指導　予定件数10件

No５
表示等適正化事業
【消費生活課】

（１）平成25年度事業実績

　　「不当景品類及び不当表示防止法」に基づく行政指導
　取扱12件のうち食品に関する表示指導  6件
　事案発生防止のための事業者主催研修会 2回

　引き続き、ＪＡＳ法に基づく食品表示の適
正化に向けて、食品加工業者に対し、巡回
調査・指導・啓発を実施します。
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【成果目標】
（代表指標） 24年度 25年度 26年度中間

０件
（23年度実績）

４件 ２件 - ０件 -

４７件
（21～23年度

平均）
４４件 ５２件 ３０件 ３５件以下 -

【具体的な取組み】

No３
学校給食の自主点検の
実施
【健康教育課】

（１）平成25年度事業実績

　自主点検の実施数：全４校

  衛生研究所の検査結果の信
頼性を確保するため、毎年度、
外部精度管理事業に参加し、
検査精度の維持向上に努めま
す。

No２
食品検査GLPの実施
【薬務課】

実績
26年度目標

事業名称・内容

（４）　食の安全を確保するための検査体制の充実

（３）平成26年度下半期活動計画

（１）平成25年度事業実績

　県内検査機関の検査精度確保を目的とし
て、県内各検査機関に参加を呼びかけ、県が
主体となり試験検査精度管理事業（５区分：理
化学Ⅰ、Ⅱ、食品化学、細菌Ⅰ、Ⅱ）を7月２８
日～８月２９日の期間で実施しました。
　参加機関数は、３４機関（延べ６７機関　　内
訳：理化学Ⅰ（２５）、理化学Ⅱ（１０）、食品化
学（６）、細菌Ⅰ（１９）、細菌Ⅱ（７））でした。

　１１月に部門別検討会を開催し、実施区
分ごとに結果を検討した上で、１月に開催
する試験検査制度管理委員会で取りまと
めます。
※３月に試験検査精度管理事業報告の公
表

　衛生研究所の検査結果の信頼性を確保する
ために、食品衛生外部精度管理事業に参加
し、６～７月に受検しました。（一部項目は１０
～１１月に受検予定）　実施項目数は９項目
　水道水質検査精度管理のための統一試料
調査を５月に受検しました。　実施項目数は２
項目

　外部精度管理調査結果を踏まえ、検査
精度の維持向上に努めていきます。

（１）平成25年度事業実績

　 ・検査実施項目数：9項目　  結果：すべて良好

（２）平成26年度上半期実績

現況値

（３）平成26年度下半期活動計画

　「学校給食衛生管理基準」に基づき、学校給
食で調理・加工された食品について細菌等の
検査を実施し、食中毒の防止を図りました。
　検査実施校　3校

　引き続き検査を実施し食中毒の防止に努
めます。
　検査予定校　0校

（２）平成26年度上半期実績

・参加機関数：38機関（延べ79機関）
・検査値逸脱機関数：2機関
 （内訳 理化学Ⅰ：1（30)、理化学Ⅱ：1(16)、
        食品化学：0(7)、細菌Ⅰ：0(19)、細菌Ⅱ：0(7）)
　　　※（　）内は、区分ごとの参加機関数

　県内の検査機関の検査精度
の確保を図る目的で精度管理
事業を実施するとともに、食品
及び細菌項目参加機関におけ
る検査結果の信頼性の確保を
図ります。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

No１
福島県試験検査精度管
理
【薬務課】

評　　価
（27年度実

施）

事業実績・事業計画

 　「学校給食衛生管理基準」
に基づき、学校給食施設で調
理加工された食品について、
細菌等の検査を実施し、食中
毒の防止を図ります。

○ 食品衛生法上の不良食品発生件数

○ 福島県試験検査精度管理における検査値の逸脱施設数
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  使用頻度の高い食品添加物
を重点的に検査し、不良食品
を排除するとともに、製造者等
に対し適正使用の指導を行
い、不良食品の流通を未然に
防止します。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　食品に使用される頻度の高い、着色料、保
存料などの食品添加物の検査を２１５検体実
施しました。（基準値等を超過した検体はあり
ません。）

　引き続き、計画的に検査を実施し、市場
等における不良食品の流通販売の防止に
努めます。

  県内に流通する県内・県外及
び輸入農産物における農薬の
残留度を測定し、その使用実
態を把握し、不良食品の排除
に努めます。

No８
食品添加物の適正使用
取締り
【食品生活衛生課・中核市】

（３）平成26年度下半期活動計画

　食肉、卵、牛肉、魚介類等の畜水産物につ
いて、残留抗生物質等のモニタリング検査を５
３検体実施しました。（基準値を超過した検体
はありません。）

　引き続き、計画的に検査を実施し、市場
等における不良食品の流通販売の防止に
努めます。

（１）平成25年度事業実績

　　平成２５年度は、 食肉、卵、魚介類等の畜水産物について、残留抗生物質等のモニタリ
ング検査　８８検体を実施しました。（基準値を超過した検体はありませんでした。）

　　平成２５年度は、 野菜や果実の農産物について、残留農薬検査　１５７検体を実施しま
した。（基準値超過：２件（相双地区の野菜市場から出荷されたしゅんぎく、県北地区の野菜
市場から出荷されたにら）））

（１）平成25年度事業実績

（１）平成25年度事業実績

　平成２５年度は、 使用頻度の高い食品添加物（着色料、保存料など）の検査　５０２検体を
実施しました。（違反件数：１件（会津地区の漬物製造施設で製造された「味噌漬け」で保存
料の使用基準違反があった。））

　野菜、果実等の農産物について、残留農薬
のモニタリング検査を７４検体実施しました。
（基準値を超過した検体はありません。）

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

（２）平成26年度上半期実績

　水産食品におけるウイルス、貝毒、腸炎ビブ
リオや県産米のカドミウムなどについて、計７２
検体の検査を実施しました。（基準値等を超過
した検体はありません。）

（３）平成26年度下半期活動計画

　引き続き、計画的に検査を実施し、市場
等における不良食品の流通販売の防止に
努めます。

　引き続き、計画的に検査を実施し、市場
等における不良食品の流通販売の防止に
努めます。

　「学校給食衛生管理基準」に基づき、学校給
食用食材の点検を実施し、食中毒の防止を図
りました。
　点検実施校　1校

　引き続き点検を実施し食中毒の防止に努
めます。
　検査予定校　1校

No５
食品の病原微生物・有害
化学物質の検査
【食品生活衛生課・中核市】

（１）平成25年度事業実績

　 「学校給食衛生管理基準」
に基づき、給食用食材の点検
を実施し、食中毒の防止を図り
ます。

（２）平成26年度上半期実績

No４
学校給食食材の定期点
検
【健康教育課】

（１）平成25年度事業実績

定期点検の実施数：１校

（３）平成26年度下半期活動計画

　平成２５年度は、水産食品における貝毒、腸炎ビブリオ等の病原微生物、県産米のカドミ
ウムの検査　８７検体を実施しました。（基準値等を超過した検体はありませでした。）

  畜産食品における食中毒菌
等の病原微生物、水産食品に
おけるウイルス、貝毒、腸炎ビ
ブリオ等、県産米のカドミウム
の検査を実施し、不良食品の
排除に努めます。

（２）平成26年度上半期実績   食肉、卵、牛肉、魚介類等の
畜水産物について、残留抗生
物質等のモニタリング検査を実
施し、不良食品の排除に努め
ます。

No７
食品中の残留農薬検査
【食品生活衛生課・中核市】

No６
畜水産食品中の抗生物
質等モニタリング検査
【食品生活衛生課・中核市】
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No１３
TSEスクリーニング検査
【食品生活衛生課・中核市】

（１）平成25年度事業実績

　平成２５年度：牛2,855頭（検出なし）、めん羊２７頭（検出なし）

  食肉の安全性を確保するた
め、と畜場に搬入される牛、め
ん羊及び山羊について、スク
リーニング検査を実施し、異常
プリオンの有無を確認し、ＴＳＥ
汚染牛等の流通販売防止を図
ります。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　　上半期の検査頭数
　　牛：931頭、めん羊：13頭　　全て検出なし

　引き続き、と畜場に搬入される牛及びめ
ん羊のTSEスクリーニング検査を実施し、
汚染食肉の流通販売を防止します。

（３）平成26年度下半期活動計画

　検査件数：161検体（病原微生物であるサル
モネラ、腸管出血性大腸菌は、すべて陰性で
した。）

　引き続き、と畜場で処理される食肉につ
いて、病原微生物等のモニタリング検査を
実施し、汚染食肉の市場等への流通を防
止します。

（１）平成25年度事業実績

　　・平成２５年度食肉検査実績
　　　豚肉：213,554頭、牛肉：4,652、馬肉：3,261、めん羊：115、食鳥：5,560,138

  と畜検査及び食鳥検査を実
施し、違反食肉等の流通販売
を防止するため、検査員が、
牛、馬、豚、めん羊、山羊及び
食鳥の生体検査、解体検査、
内臓検査等を実施します。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　食肉・食鳥肉の検査頭（羽）数
　　豚肉：101,711頭、牛肉：2,084、馬肉：
1,380、めん羊：20、食鳥：2,727,023

　と畜場法及び食鳥処理法に基づき、県内
で処理される家畜・家きんの検査を実施し
ていきます。

No１１
食肉衛生検査
【食品生活衛生課・中核市】

No１２
と畜場における病原微生
物等モニタリング検査
【食品生活衛生課・中核市】

（１）平成25年度事業実績

　平成２５年度：４８１検体（病原微生物であるサルモネラ、腸管出血性大腸菌は、すべて陰
性でした。）

  と畜場で処理される食肉につ
いて腸管出血性大腸菌O157、
サルモネラ等のモニタリング検
査を実施し、汚染状況を把握
し、汚染食肉を排除します。

（２）平成26年度上半期実績

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

No９
食品等の腸管出血性大
腸菌汚染実態調査
【食品生活衛生課・中核市】

  食品の汚染実態を調査し、汚
染食品の提供販売を防止し、
食中毒の未然発生防止に努め
ます。

No１０
遺伝子組換え食品の検
査
【食品生活衛生課】

  遺伝子組み換え食品につい
ては、平成１３年４月より安全性
審査が法的に義務付けされ、
使用の有無を消費者に明らか
にするため、表示も義務化され
た。これに伴い、県内流通食
品のモニタリング検査を実施
し、違反食品の流通防止に努
めます。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　上半期は、検査実績はありません。
　
 下半期には、大豆１０検体の検査を実施
する予定です。

　平成２５年度は、大豆１０検体を検査し、違反はありませんでした。

（１）平成25年度事業実績

　腸管出血性大腸菌の検査を２２４検体実施し
ました。（腸管出血性大腸菌が検出された検
体はありません。）

　引き続き、食品の汚染実態を調査し、汚
染食品の提供販売を防止し、食中毒の未
然発生防止に努めます。

（１）平成25年度事業実績

　　平成２５年度は、腸管出血性大腸菌の検査を２９５検体検査した。（腸管出血性大腸菌
が検出された検体はありません。）
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【成果目標】
（代表指標） 24年度 25年度 26年度中間

０件
（23年度実績）

０件 ０件 ０件 ０件 -

【具体的な取組み】

No１５
と畜・食鳥処理場におけ
る動物用医薬品等モニタ
リング検査
【食品生活衛生課・郡山市】

（１）平成25年度事業実績

　平成２５年度：１３２検体（違反なし）

　と畜場及び食鳥処理場にお
いて処理される食肉及び鶏肉
について、動物用医薬品 （抗
生物質、合成抗菌剤及び内部
寄生虫用剤）の残留検査を強
化し、食品衛生法に違反する
食肉及び食鳥肉を排除しま
す。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　上半期の検査件数：６７検体（規格基準違反
はありませんでした。）

　引き続き、と畜場及び食鳥処理場で処理
される食肉及び食鳥肉中の動物用医薬品
検査を実施し、違反食肉の市場等への流
通販売の防止に努めます。

  鶏肉についてカンピロバク
ター、サルモネラ等のモニタリ
ング検査を実施し、汚染状況
を把握し汚染鶏肉を排除しま
す。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　上半期の実施はありませんでした。 　下半期には、食鳥処理場で処理される食
鳥肉の病原微生物等のモニタリング検査
を実施し、衛生的な食鳥処理の実施につ
いて指導していきます。

No１４
食鳥処理場における病原
微生物等モニタリング検
査
【食品生活衛生課・中核市】

（１）平成25年度事業実績

（５）　食の安全に関する調査研究の推進

　県内の一般環境中への排出
量が比較的多い化学物質につ
いて、主要な発生源周辺の環
境濃度を調査し、事業者の自
主的な化学物質の管理及びリ
スクコミュニケーションへの活用
を促進します。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　県内の一般環境中への排出量が比較的多
い化学物質について、本年度下半期に主要な
発生源周辺の環境濃度を調査するための準
備及び検討を行いました。

　発生源周辺の環境濃度の調査を実施し
ます。
　○平成26年度調査予定　１５検体

No２
化学物質発生源の周辺
環境調査
【水・大気環境課】

No１
農薬適正使用推進事業
（生産段階における残留
農薬の確認）
【環境保全農業課】

　平成２５年度は、104検体を検査し、腸管内容物等の常在菌であるサルモネラ２検体、カン
ピロバクター18検体で検出され、と体表面への汚染防止対策等を指導しました。

（１）平成25年度事業実績

　残留農薬検査　　５作物、３４検体

　
 農作物の残留農薬を分析確
認しながら、地域農産物の適
正な病害虫防除と安全な農産
物の生産確保を図るため、農
業総合センター安全農業推進
部（ 病害虫防除所 ）が農産物
の残留農薬検査を実施し、適
正な農薬使用の実態確認を行
います。

事業名称・内容

　残留農薬検査　　２作物、１０検体（年度
計６作物、３０検体）

　　調査結果について公表などにより、事業者の自主的な化学物質の管理及びリスクコミュ
ニケーションの促進を図ってきています。

評　　価
（27年度実

施）
現況値

実績
26年度目標

（１）平成25年度事業実績

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　安全な地域農産物の生産確保を図るため、
農薬使用履歴の確認と合わせて、病害虫防除
所（農業総合センター安全農業推進部）におい
て、残留農薬検査を実施している。
　残留農薬検査　　４作物、２０検体

事業実績・事業計画

○ 残留農薬の分析検体のうち基準値を超過した検体数
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　大気、水質、土壌等の一般
環境中のダイオキシン類濃度
を調査し、環境基準等への適
合状況を確認します。なお、調
査結果については、公表しま
す。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　環境中（大気、水質等）におけるダイオキシ
ン類の濃度測定を計画的に進めました。
　○一般環境大気等　１５９件（年度計）
　（政令市及び国の実施分を含む。）

　県、政令市及び国において引き続き、環
境中のダイオキシン類の調査を行います。
　○一般環境大気等　１５９件（年度計）
　（政令市及び国の実施分を含む。）

No４
ダイオキシン類の環境モ
ニタリング調査
【水・大気環境課】

（１）平成25年度事業実績

　継続的に県、福島市、郡山市、いわき市及び国（国土交通省）が連携し、調査測定を実施
しています。

No３
化学物質使用量等の実
態調査
【水・大気環境課】

（１）平成25年度事業実績

　工場・事業場への立入調査等により、化学物質の適正管理及び使用実態の把握を行い
ました。

　化学物質使用事業者（ＰＲＴ
Ｒ法届出対象事業者、化学物
質適正管理指針対象事業者
等）への調査等により、化学物
質の適正管理及び使用実態
の把握を促進します。
　なお、ＰＲＴＲ法に基づき届出
された化学物質排出量等を公
表します。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　各地方振興局による、工場・事業場における
化学物質の使用実態の調査を実施（主に下半
期に実施します。）

　各地方振興局において引き続き、工場・
事業場における化学物質の使用実態等の
調査を実施します。
　○平成26年度調査予定数　約４０件
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【成果目標】
（代表指標） 24年度 25年度 26年度中間

○ ２２件 １３件 １６件 ６件 １６件以下 -

（９件）
（21～23年度

平均）

（４件） （２件） （３件） （６件以下） -

○
２５年度
より実施

- 56.2% 63.4%
25年度
以　上

-

【具体的な取組み】

　２　行政、食品関連事業者及び消費者の情報共有と相互理解を図り、
 　信頼関係を構築し食の安心を実現します。

評　　価
（27年度実

施）

食品営業施設等・家庭における食中毒発生件数

講習会等で実施するアンケート調査において
「食の安全・安心が確保されている」と回答
した割合

（うち、毒きのこ等による食中毒発生件数）

（１）　食の安全に関する情報の共有と普及啓発の推進

事業名称・内容

現況値
実績

26年度目標

　引き続き消費生活相談員及び食品安全
相談員等が県民からの消費生活相談に
対応し、助言・あっせんへの対応を行いま
す。
　なお、相談内容を的確に分析し、トラブ
ルの未然防止に向けて食の安全に関す
る情報の適時・適切な広報に務めます。

事業実績・事業計画

No1
消費者への教育
【消費生活課】

（１）平成25年度事業実績

①新聞による広報：１回
②ラジオ・テレビによる広報：２１１回
③情報誌による広報４回
④食の安全・安心に係るDVD、書籍の貸し出し：1回

No2
消費生活苦情処理体制
の整備
【消費生活課】

（１）平成25年度事業実績

　平成２５年度消費生活相談：6,389件
　上記のうち食品に関する相談：815件

　消費者被害等の未然防止を
図るため、ビデオの貸出やテレ
ビ・ラジオによる広報により、消
費生活に必要な知識・情報を提
供します。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　消費者被害等の未然防止を図るため、消費
生活に必要な知識・情報の提供
・「ふくしま　くらしの情報」の発行２回
・新聞による啓発広告２回
・食の安全に係る出前講座２回
・食の安全・安心に係るDVD、書籍の貸し出し
1回

　消費者被害等の未然防止を図るため、
消費生活に必要な知識・情報を以下によ
り提供予定
・「ふくしま　くらしの情報」の発行２回
・食の安全に係る出前講座随時
・ラジオ・テレビによる広報随時
・食の安全・安心に係るDVD、書籍の貸し
出し随時

　消費生活全般に関わる消費
者からの苦情や消費者被害等
に関する相談を受け、助言・
あっせんを行います。（食品安
全に関する苦情等については、
相談内容に応じて適切な関係
機関を紹介します。）

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　消費生活相談員及び食品安全相談員を配
置し、県民からの複雑・多岐に渡る消費生活
相談に対応し、助言・あっせんへの対応を行
いました。
　・平成26年4月～9月の相談件数：2,946件
　・うち、食品に関する相談：218件
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No３
わかりやすい表示の相
談・普及
【健康増進課】

（１）平成25年度事業実績

　 消費者に対する栄養表示基準・特別用途食品等
  ◇指導・相談　　延べ回数：１件　延べ人数：１人
  ◇講習会　　　　延べ回数：10件　延べ人数：463人
　消費者に対する虚偽誇大広告等
  ◇講習会　　　　延べ回数：５件　延べ人数：271人

　 健康増進法に係る栄養表示
基準、特別用途食品、いわゆる
健康食品の表示等について、
消費者に正しい情報提供をす
ることで、食品選択に活用され
るよう、相談や講習会等におけ
る普及を行います。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　健康増進法に係る栄養表示基準、特別用途
食品、いわゆる健康食品の表示等について、
消費者に正しい情報提供をすることで、食品
選択に活用されるよう、６保健福祉事務所に
おいて、相談等における普及を行いました。
○集団指導　延べ指導件数 2件
                 　延べ参加人数 22人

　本年度の下半期についても、引き続き
各保健福祉事務所において、消費者を対
象とした相談・指導等を実施します。
　○個別指導　予定指導件数 3件
                     予定参加人数 3人

No４
山菜・きのこによる食中毒
防止等の啓発活動
【林業振興課】

（１）平成25年度事業実績

　①県内３９市町村で、野生きのこ・山菜に関する出荷制限情報や
　　食中毒防止の広報（広報誌・ホームページへの掲載、チラシ配
　　布、回覧等）を行いました。
　②３４件の野生きのこ鑑定を実施しました。
　③毒きのこによる食中毒の注意喚起を行いました。

　放射性物質検査により出荷等
が制限されている山菜・きのこ
に関する情報提供や山菜・きの
こによる食中毒防止のため、県
内直売所や県民を対象に関係
機関を通じた注意喚起や県
ホームページなどによる普及啓
発を行います。
  また、県民からの相談に応じ、
持ち込まれた山菜やきのこの鑑
定を行います。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　放射性物質検査により出荷等が制限されて
いる山菜・きのこに関する情報提供や山菜・き
のこによる食中毒防止のため、県民を対象に
関係機関を通じた注意喚起や県ホームペー
ジなどによる普及啓発を行いました。また、県
民からの相談に応じ、持ち込まれた山菜やき
のこの鑑定を行いました。
①県内１０市町村で野生きのこに関する出荷
制限情報や食中毒防止の広報（広報誌・ホー
ムページへの掲載、チラシ配布、回覧等）を行
いました。
②２０件の野生きのこ鑑定を実施しました。
③野生きのこ等に関する出荷制限情報や毒
きのこによる注意喚起を県ホームページに掲
載しました。

　本年度下半期においても、引き続き、県
民を対象に市町村や関係機関を通じた注
意喚起、県ホームページなどによる普及
啓発及び県民からの相談に応じ、持ち込
まれた野生の山菜やきのこについて鑑定
を行っていく予定です。

No５
ファックスネットワーク事
業
【郡山市】

（１）平成25年度事業実績

　登録事業者数：６１５事業者
　提供回数：１３回
　主な内容：ノロウイルス等の食中毒予防、期限表示確認の
　　　　　　　　徹底など

　登録している食品関連事業者
に対し、ファクシミリを利用して
迅速かつ効率的に食品衛生情
報の提供を行います。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　登録している食品関連事業者(６２０事業者）
に対し、ファクシミリを利用して迅速かつ効率
的に食品衛生情報の提供を行いました。
　提供回数：6回

　登録している食品関連事業者に対し、
ファクシミリを利用して迅速かつ効率的に
食品衛生情報の提供を行います。
　提供予定回数：6回
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 上半期に実施したポスターコンクールの
最優秀作品を採用した平成27年度のカレ
ンダーを作成し、関係施設に配布します。
 カレンダー作成予定枚数：3,000枚

 実施事業者：４事業者
 掲載回数：２２回

（３）平成26年度下半期活動計画

　＜食品衛生講習会の開催実績＞
　・食品営業施設：117回、3,418人
　・集団給食施設：53回、2,761人
　・食品衛生責任者養成（再教育）：63回、
    2,039人
　・消費者：32回、1,036人
　・その他（食品関係従事者等）：128回、
    4,227人
　　合　計　393回、13,481人

　県内８つの保健所で食品営業施設や集
団給食施設等における営業者（設置者）
や従事者等を対象とした衛生講習会及び
一般消費者等を対象とした出前講座にお
いて、施設設備や調理従事者等の衛生
管理、食品中の放射性物質の基準値や
検査体制等について説明を行います。

No6
食品衛生ミニ情報事業
【郡山市】

（１）平成25年度事業実績

　実施事業者：４事業者
　掲載回数：３０回

　市内のスーパーマーケット等
の食品販売事業者の協力を得
て、当該事業者の作成する新
聞折り込み広告チラシに、食品
衛生に関する情報を掲載しま
す。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

  市内のスーパーマーケット等の食品販売事
業者の協力を得て、当該事業者の作成する
新聞折り込み広告チラシに、食品衛生に関す
る情報を掲載しました。
　実施事業者：２事業者
　掲載回数：１５回

No８
食品衛生講習会の実施
【食品生活衛生課・中核市】

（１）平成25年度事業実績

　＜食品衛生講習会の開催実績＞
　・食品営業施設：172回、6,102人
　・集団給食施設：65回、3,537人
　・食品衛生責任者養成（再教育）：116回、3,567人
　・消費者：47回、1,690人
　・その他（食品関係従事者等）：137回、6,220人
　　合計　537回、21,116人
　　　　うち、出前講座（一般消費者等）：294回、11,721

　 食品営業施設や集団給食施
設等における営業者（設置者）
や従事者を対象として、衛生的
な食品の取扱い等の食品衛生
の知識の普及を目的として講習
会を開催します。 また、これらの
施設における食品衛生責任者
の養成又は再教育を目的とした
食品衛生責任者養成（再教育）
講習会を開催します。さらに、一
般消費者、食品関係事業者（団
体）及び小・中学校等の教育機
関からの依頼に基づき、各保健
所や食肉衛生検査所の職員が
出張し衛生講習会（出前講座）
を行います。

（２）平成26年度上半期実績

No7
食中毒防止図画・ポス
ターコンクール及びカレン
ダーの作成配布
【郡山市】

（１）平成25年度事業実績

　 コンクール応募総数：２５３点（２６校）
　カレンダー作成枚数：３，０００枚
　配布先：学校、病院等の集団給食施設及びその他食品事業所

　市内の小学生を対象に図画・
ポスターコンクールを実施すると
ともに、最優秀作品を採用して
翌年のカレンダーを作成し、関
係施設に配布します。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

 市内の小学校５、６年生を対象に食中毒防止
のポスターコンクールを実施しました。
 応募総数：267名（30校）
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【成果目標】
（代表指標） 24年度 25年度 26年度中間

○ ２２件
（21～23年度

平均）

１３件 １６件 ６件 １６件以下 -

○
２５年度
より実施

- 56.2% 63.4%
25年度
以　上

-

【具体的な取組み】

No３
食の安全に関するフォー
ラム等の開催
【いわき市】

（１）平成25年度事業実績

　 開催回数：１回、参加者：１０２名

　食品の安全確保について、専
門的かつ幅広い視野にたった
基調講演、消費者、生産者、食
品関連事業者及び行政による
パネルディスカッションを内容と
するフォーラム及び意見交換を
行います。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　下半期事業のため実施はありません。 　「食品安全委員会ｉｎいわき市　地域の
指導者を対象としたフォーラム～もっと知
りたい！ノロウィルスのこと～」を食品安
全委員会と共同開催します。

（２）　食の安全に関するリスクコミュニケーションの促進

講習会等で実施するアンケート調査において
「食の安全・安心が確保されている」と回答
した割合　  （再掲）

　上半期は、県北、県中、県南及び会津地域
において、各管轄保健所が、消費者及び食品
関係事業者を対象に食の安全・安心と放射性
物質に関わる情報提供、意見交換会（懇談
会）を開催しました。

　下半期は、南会津、相双地域におい
て、食品衛生懇談会を開催し、消費者、
事業者及び行政の立場から放射性物質
対策を含めた、食の安全・安心について
意見交換会を実施します。

No２
郡山市食育推進協議会に
おける情報、意見交換
【郡山市】

（１）平成25年度事業実績

　 開催回数：１回

事業名称・内容 事業実績・事業計画

No１
食の安全・安心に関わる
消費者・事業者・行政の
懇談会の開催
【食品生活衛生課】

（１）平成25年度事業実績

　平成２５年度実績：県内６地域、計６回開催

（２）平成26年度上半期実績

　 関係者相互の理解を深め、
食の安全確保の推進を図るた
め、消費者、生産者、製造者、
販売者及び学識経験者による
情報、意見交換を行います。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　　関係者相互の理解を深め、食の安全確保
の推進を図るため、消費者、生産者、製造
者、販売者及び学識経験者による情報、意見
交換を行いました。
　・開催時期　平成２６年８月
　・開催回数　１回

　　関係者相互の理解を深め、食の安全
確保の推進を図るため、消費者、生産
者、製造者、販売者及び学識経験者によ
る情報、意見交換を行います。
　・開催時期　未定
　・開催回数　未定

　食中毒発生の危険性の高い
夏季に、各保健所が、食中毒防
止対策、食品衛生思想の普及
啓発を目的として、消費者及び
食品関連事業者と食品衛生に
関わる懇談会を開催します。

現況値
実績

26年度目標
評　　価

（27年度実
施）

食品営業施設等・家庭における食中毒
発生件数　　（再掲）

（３）平成26年度下半期活動計画
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【具体的な取組み】

（１）平成25年度事業実績

　開催回数：１回、参加者：６名

　小学校高学年の児童を対象
に、一日食品衛生監視員として
スーパーマーケットでの食品の
取扱いや、食品を扱う人がどの
ような視点で食品を提供してい
るのかという点
を確認してもらいながら、食品
衛生に関する知識や食品に対
する関心を高めてもらうことを目
的とする。
　また、同時に食品衛生の基本
である「衛生的な手洗い」を身
につけてもらうことにより、家庭
における食品衛生の向上に繋
げる。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　開催回数：１回、参加者：６名 　上半期事業のため実施の予定はありま
せん。

　生産から流通、消費に至る食
品の安全確保に関する情報及
び意見の交換、検討を行い相
互理解を図るとともに、食の安
全・安心の確保を推進するた
め、消費者、生産者・製造者、
流通業者、学識経験者及び行
政との情報及び意見の交換を
行います。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　平成２６年８月に、第１回ふくしま食の安全・
安心推進懇談会を開催し、県の食の安全・安
心に関わる取組である「ふくしま食の安全・安
心対策プログラム」について、情報提供、意見
交換を実施しました。

　平成２６年度第２回ふくしま食の安全・
安心推進懇談会は、平成２７年１月に開
催を予定をしており、上半期の食の安全・
安心に関わる県の取組について情報提
供、意見交換を実施することとしていま
す。

事業名称・内容

No４
～食のこども探検隊～（一
日食品衛生監視員体験）
の開催
【いわき市】

No１
ふくしま食の安全・安心推
進懇談会の開催
　【ふくしま食の安全・安心推進
会議（関係各課・中核市）】

（３）　食の安全に関する県民の意見の施策への反映

No５
ジュニア食品安全ゼミ
ナール
【郡山市】

平成２６年度からの新規事業

　食品の安全性について興味を
持ち、冷静に判断する目を育ん
でもらうため、中学生を対象にグ
ループ対抗のクイズや意見交
換を内閣府食品安全委員会と
共催で行います。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　
 上半期の実施はありません。

　食品の安全性について興味を持ち、冷
静に判断する目を育んでもらうため、中学
生を対象にグループ対抗のクイズや意見
交換を内閣府食品安全委員会と共催で
行います。

事業実績・事業計画

（１）平成25年度事業実績

　平成２５年度は、消費者代表委員４名、生産・製造・流通業者代表委員５名及び放射性
物質に見識のある専門家を含めた学識経験者３名、計１２名の委員により、第１回懇談会
を７月、第２回懇談会を26年１月に、それぞれ「ふくしま食の安全・安心対策プログラム」に
おける各施策の24年度実績報告、25年度中間報告を行い、県の取組に対して、消費者
及び事業者の立場から意見をいただくとともに、食の安全・安心に関わる情報交換や意見
交換を実施しました。
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【成果目標】
（代表指標） 24年度 25年度 26年度中間

○
　　47.5％
（24年4月１日
現在の作成数)

57.6% 67.8% 67.8% 55% -

○
　　０件
（24年年度末)

- １２社 15社
25年度
以　上

-

【具体的な取組み】

福島県食育応援企業団の登録数
（２５年度、事業の見直し実施）

26年度目標

食育推進計画を作成している市町村の割合

（４）　食育の推進

現況値
実績 評　　価

（27年度実
施）

事業名称・内容 事業実績・事業計画

No１
市町村食育推進計画作
成の促進
【健康増進課】

　食育基本法・食育基本計画及び第二次福島
県食育推進計画に基づき、福島県民が生涯
にわたって安全・安心で健やかに暮らせるた
めの食育を推進するため、事業の実施主体と
なる市町村における計画の作成を推進するた
め、６保健福祉事務所で支援を行いました。

　本年度の下半期についても、引き続き
各保健福祉事務所において、市町村に対
する作成支援を実施する。
　○新規作成予定市町村数　　８市町村

No２
健康に配慮した食環境整
備の推進
【健康増進課】

（１）平成25年度事業実績

　福島県食育応援企業団の登録数　１２社
　［第二次健康ふくしま２１計画　平成３４年度目標値：２０社］

　健康増進法・食育基本法に基
づき、福島県民が生涯にわたっ
て安全・安心で健やかに暮らせ
るように、健康に配慮した食環
境整備を推進します。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　健康増進法・食育基本法に基づき、福島県
民が生涯にわたって安全・安心で健やかに暮
らせるように、健康に配慮した食環境整備を
推進するため、関係機関・団体等連携した食
育推進活動を実施しました。
　○福島県食育応援企業団の登録数　１５社
（８月４日現在）

　本年度の下半期についても、引き続き
食育推進活動を実施します。

（１）平成25年度事業実績

　 食育推進計画を作成している市町村の割合　67.8％
  （５９市町村中４0市町村で作成）
　［第二次福島県食育推進計画　平成２６年度目標値：５５％以上］

　食育基本法・食育基本計画及
び第二次福島県食育推進計画
に基づき、福島県民が生涯にわ
たって安全・安心で健やかに暮
らせるための食育を推進するた
め、事業の実施主体となる市町
村における計画の作成を推進し
ます。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画
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【成果目標】
（代表指標） 24年度 25年度 26年度中間

○
９件

（23年度実
績）

４件 ０件 ０件 ０件 -

【具体的な取組み】

評　　価
（27年度実

施）

食品衛生法における放射性物質の基準値を
超過して出荷、流通販売された食品の件数
＜食品衛生法上の違反食品件数＞

　３ 食品中の放射性物質対策に取り組み、より一層の食の安全・安心を
   確保します。

（１）　安全な食品の生産に向けた放射性物質対策

現況値
実績

26年度目標

　生産段階における県農産物の
安全を確保するため、これまで
に県内産地に導入したＧＡＰ
（農業生産工程管理）をもとに、
新たに放射性物質を管理項目
として加え、県版ＧＡＰ推進マ
ニュアルの見直しを進めるととも
に、これらの普及に努めます。

　本年度下半期においても、引き続き、
福島県安心きのこ栽培マニュアルの普
及と栽培指導を行っていく予定です。
　マニュアルの配布、栽培方法の指導
を行う生産者数：274人

（３）平成26年度下半期活動計画

 放射性物質に対応したGAPを推進するた
め、新たに作成した県マニュアルに基づき、
産地におけるGAPの実践を推進していま
す。そのため、県では、GAP推進リーフレット
をさらに50,000部追加作成し、普及を図って
います。また、補助事業を活用し、１事業者
がGAPの導入に取り組むことになりました。

（２）平成26年度上半期実績

　GAPマニュアルの追補版を作成し、マ
ニュアルのさらなる充実を図るととも
に、県内産地におけるGAPの実践を推
進します。また、補助事業に取り組む事
業者の取り組みを重点的に支援しま
す。

　本県のきのこ生産者を対象
に、県が市町村及び関係団体と
協力して「福島県安心きのこ栽
培マニュアル」に基づく栽培方
法の指導を実施します。このマ
ニュアルは、より安心なきのこを
求める消費者の要望を応えるた
め、農薬等を一切使用しない栽
培方法を基本とした栽培マニュ
アルであり、併せてＧＡＰ（農業
生産工程管理）の実践にもつな
がる内容となっているもので、平
成２４年度に放射性物質対策を
盛り込んだ改訂版を作成しま
す。
　このマニュアルに基づく栽培
方法を普及指導することで、安
全なきのこの生産と供給を促進
します。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　安全・安心なきのこ栽培を推進するため、
放射性物質対策を盛り込んだ福島県安心き
のこ栽培マニュアルを策定し、当課ホーム
ページへ掲載し周知、普及を行いました。ま
た、各農林事務所の林業普及指導員等がき
のこ生産者に対しマニュアルの配布、マニュ
アルに基づく栽培方法の指導を行いました。
　マニュアルの配布、栽培方法の指導を
行った生産者数：358人
  なお、マニュアルに基づく栽培管理を行
い、２市町の原木しいたけ（施設栽培）生産
者４名の出荷制限が解除されました。

事業名称・内容 事業実績・事業計画

No1
食の安全・安心の推進
（GAPの推進)
　《再掲》
【環境保全農業課】

（１）平成25年度事業実績

 ①  GAP推進マニュアル（追補版）の作成と配付：
      対象品目２品目（大豆、そば）、作成部数７００部
 ②　GAP推進マニュアル参考資料の作成と配付：
      対象品目２品目（大豆、そば）、作成部数７００部
 ③　GAP推進リーフレット：作成部数３６，０００部

No2
安全・安心きのこ栽培の推
進
　《再掲》
【林業振興課】

（１）平成25年度事業実績

　①県内３箇所で生産者説明会を開催しました。
　　（参加人数：１２９名）
　②マニュアルの周知、普及のため、県ホームページにマニュアル
　　を掲載するとともに、県内のJA、森林組合、生産者等へ文書に
　　よる周知を行いました。
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　 これまで農産物の安全性を確
保するため県内産地が取り組ん
できたＧＡＰ（農業生産工程管
理）やトレーサビリティを基礎とし
て、関係者一体となって、放射
性物質の検査を含めた新たな
安全管理体制の構築を進めま
す。
　また、ふくしまの恵み安全対策
協議会（関係者団体及び県を構
成員として平成２４年５月に設
立）が運営する放射性物質検査
結果等の情報公開システム「ふ
くしまの恵み農産物安全管理シ
ステム」により、消費段階での安
全性の「見える化」を推進するな
ど、県内産地の安全性確保の
取組みへの理解促進を図りま
す。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　新たに作付けが再開された地域に放射性
物質検査機器の導入を支援するなど検査体
制の整備を推進するとともに、放射性物質
の検査結果等の情報を公開する農産物安
全管理システムの改良を進め、県産農産物
の安全性の見える化を推進しました。
・米の全量全袋検査（H26.10.20現在）
　　検査点数　4,766,242点、基準値超過なし
・園芸品目の検査（H26.10.20現在）
　　検査機器整備　新たに２台導入
　　（総整備台数106台）
　　検査点数　15,244点、基準値超過なし
・農産物安全管理システムのリニューアル
　大豆、そばの検査結果等検索機能を追加

　産地における農産物等の検査を推進
し、検査結果等を発信するととに、産地
の安全確保のための取組等の発信情
報の充実を図ります。

No４
食品製造施設の監視・指
導
    《再掲》
【食品生活衛生課・中核市】

（１）平成25年度事業実績

・食品製造施設数：9,121施設　・監視数：6,828施設
・食品製造施設での不良食品　３３件
　　うち、食品製造施設に原因があった件数：２８件
　　（放射性物質基準値超過　５件）　（表示不適16、
　　　　規格基準違反４、異物混入７、ｱﾚﾙｷﾞｰ物質混入１）

　 食品の製造・加工を行う施設
を監視し、食品衛生法上の放射
性物質の基準値を超過した食
品が市場等へ出荷、流通されな
いよう、営業者等に対して、原材
料の自主検査の実施や納入業
者からの検査成績書の徴収など
原材料の安全性の確認に努め
るとともに、製造・加工工程由来
の放射性物質汚染を防止する
ため、乾燥加工等による放射性
物質の濃縮率を踏まえた食品
の製造・加工及び製造・加工場
所や器具機材等の自主的な安
全管理の実施について助言、
指導を行っていきます。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

・食品製造施設数：9,105施設
・監視数：3,358施設
・食品製造施設での放射性物質規格基準違
反：１件（詳細は、No６「加工食品等の放射
性物質検査」を参照。）

　「平成２６年度食品衛生監視指導計
画」に基づき、これまでに、梅干しや乾
燥山菜・きのこなど放射性物質の濃度
が高い加工品を製造、加工している業
種施設を重点的に監視指導を実施しま
す。

No３
ふくしまの恵み安全・安心
推進事業
【環境保全農業課、農産物流通
課、水田畑作課、園芸課】

（１）平成25年度事業実績

　米の全量全袋検査　検査機器整備　202台、検査点数　10,950,375点
                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（基準値超過点数　28点）
　園芸品目の検査　　検査機器整備　104台、検査点数　野菜24品目
　　　　　　　　　　　　　22,168点　 果樹12品目、19,589点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（基準値超過はなし）
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【成果目標】
（代表指標） 24年度 25年度 26年度中間

○
９件

（23年度実
績）

４件 ０件 ０件 ０件 -

【具体的な取組み】

評　　価
（27年度実

施）

（２）　食品中の放射性物質検査と測定結果の情報発信

食品衛生法における放射性物質の基準値を
超過して出荷、流通販売された食品の件数
＜食品衛生法上の違反食品件数＞　（再掲）

事業名称・内容

26年度目標

事業実績・事業計画

現況値
実績

No１
農林水産物等緊急時モニ
タリング事業
【環境保全農業課、水田畑作
課、園芸課、畜産課、水産課、
林業振興課】

（１）平成25年度事業実績

　検査点数：28,770点
　うち基準値（又は暫定規制値）超過点数：419点

　農林水産物等の安全性の確
保に向け、緊急時モニタリング
検査を市町村や関係団体と連
携して実施するとともに、その結
果を消費者、流通業者に迅速
かつ的確に公表します。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　農林水産物の安全性を確保するため、放
射性物質に係る緊急時モニタリング検査を
実施し、検査結果を速やかに公表しました。
　検査点数：14,253点（平成26年4月1日から
9月30日まで）
　そのうち基準値等を超過した点数：95点
 

　上半期に引き続き、緊急時モニタリン
グ検査を実施します。
　検査予定点数：17,700点

No２
米の放射性物質全量全袋
検査
【水田畑作課】

（１）平成25年度事業実績

①調査点数（H26.3末現在）：10,950,375点（30kg袋：10,939,166、
　　フレコンバック（1t）9,195点、端数米等2,014点)
②基準値超過件数（　〃　）：28点（基準値を超過した米は、
                                                 市町村等で隔離保管）

　食品衛生法上の基準値を超
過する米が出荷、販売されるこ
とがないよう、県内で生産される
全ての米を対象に、放射性物質
検査を実施し、検査結果 を速
やかに公表します。
　県は、検査が適正に行われる
よう、検査の主体である地域協
議会等（市町村や関係機関・団
体、集荷業者等で構成する協
議会）の実施体制の整備支援
や検査業務管理を行うとともに、
ふくしまの恵み安全対策協議会
と連携して、速やかに結果を公
表します。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

  26年産米の安全性確保のため、全量全袋
検査を実施するとともに、結果を速やかに公
表しました。

・26年産米の全量全袋検査（H26.10.20現在）
　検査開始日　8月21日
　検査点数　4,766,242 点、基準値超過　0点

  引き続き検査が円滑に進むよう、検査
実施主体を支援します。
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No３
肉用牛の放射性物質全頭
検査
【畜産課】

（１）平成25年度事業実績

①出荷（検査）頭数：22,009頭
  （県外出荷：17,360頭　県内出荷：4,649頭）
②検査結果：基準値を超過した牛はいませんでした。

　牛肉の放射性物質検査につ
いては、県内及び県外でと畜さ
れる全ての肉用牛について、市
場流通する前の段階において
実施しています。県内と畜につ
いては、郡山市にある株式会社
福島県食肉流通センターで全
頭実施されていることから、当該
センターの協力を得て、サンプリ
ングを実施した後、県農業総合
センターにおいて放射性物質検
査を実施しています。
　また、県外と畜については、各
と畜場や食肉卸会社等の協力
を得て、サンプリングを実施 し、
各と畜場の分析機関や福島県
が指定する分析機関等におい
て、放射性物質検査を実施して
います。
　県内と畜・県外と畜いずれの
場合においても、検査結果が判
明するまでは、流通をストップ
し、万一、食品衛生法上の基準
値を超えたものについては、全
て廃棄処分とすることで、基準
値を超える牛肉が市場に出回ら
ないようにし、健康被害等の防
止に努めています。
　なお、検査結果は、速やかに
報道機関へ情報提供するととも
に、県のホームページにも掲載
しています。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

本県から出荷する牛全頭を対象に放射性物
質検査を実施して、食品衛生法上の基準値
を超過した牛肉が流通しない体制を構築し、
県産牛肉の安全性確保に努めました。
①検査頭数：10,858頭（県外出荷：8,774頭、
                 県内出荷：2,084頭）
②検査結果：基準値超過なし。

本県から出荷する牛全頭を対象に放射
性物質検査を継続実施します。

No４
豚肉等の放射性物質検査
（出荷前の行政検査）
【郡山市】

（１）平成25年度事業実績

　検査検体数：５，６３９検体
　基準値超過件数：なし

　 市内と畜場において処理され
た豚、馬、めん羊等の各食肉
（牛肉を除く）について、 放射性
物質検査を実施し、食品衛生法
上の基準値を超過した食肉の
流通を未然に防ぎ、食肉の安
全・安心を確保します。
　また、検査結果は速やかに郡
山市Ｗｅｂサイトにて公表しま
す。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　豚　1,859件、馬　343件、めん羊　12件
　合計　2,214件　基準値超過件数：なし

　市内と畜場において処理された豚、
馬、めん羊等の各食肉（牛肉を除く）に
ついて、放射性物質検査を実施します。
　 6,000件／年
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（３）平成26年度下半期活動計画

No５
野生動物の放射性物質モ
ニタリング調査事業
【自然保護課】

（１）平成25年度事業実績

　　検査検体数：３０３検体（うち基準値超過数　２１９件）
　　内訳　イノシシ228(196）、ツキノワグマ41（17）、キジ14(１）、
　　　　　　ヤマドリ４(３）、カルガモ７（１）、マガモ・コガモ２（１）、
　　　　　　ニホンジカ７（０）

  月に１回程度、野生鳥獣（イノシシ、ツキノ
ワグマ、ニホンジカ、キジ、ヤマドリ、カモ類
等）の肉の放射性核種濃度を測定しました。
　測定検体数（９月末時点）：１３２検体（うち
１００Bq/kgを超えた検体：５９検体）

　月に１回程度、野生鳥獣（イノシシ、ツ
キノワグマ、ニホンジカ、キジ、ヤマド
リ、カモ類等）の肉の放射性核種濃度を
継続して測定します。
　予定検体数：約１５０検体

　 加工食品の放射性物質検査
については、県内のすべての保
健所により、県内産農林水産物
を原材料として製造・加工され
た食品を中心に、市場等へ出
荷される前又は流通段
階において検査を実施していま
す。
　これまでの検査結果を踏まえ、
放射性物質濃度の高かった乾
燥きのこ類（乾しいたけ、 乾燥き
くらげ）、乾燥果実（あんぽ柿、
干し柿等）、乾燥野菜（切り干し
大根、いもがら 等）の他、菓子
類、漬物、そうざいや清涼飲料
水など多種にわたる製造・加工
品の放射性物質検査を実施し、
食品衛生法上の基準値又は暫
定規制値を超過した違反食品
が市場等へ出回らないようにす
るとともに、市場等に流通する食
品の安全性を確認することで、
県民みなさんの健康被害を未
然に防止することに努めていま
す。
　なお、検査結果は、速やかに
報道機関へ情報提供するととも
に、県のホームページにも掲載
しています。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

・検査実績：３，２５６検体
・うち、基準値を超過した食品：１検体（大豆
粕）

　１０月以降、あんぽ柿等の試験加工品
を含め、乾燥野草、乾燥果実及び漬物
など、これまで放射性物質が高濃度に
検出されている加工食品を中心に、引
き続き計画的に検査を実施し、速やか
に検査結果を公表していきます。

No６
加工食品等の放射性物質
検査（出荷前・流通販売段
階の行政検査）
【食品生活衛生課・中核市】

（１）平成25年度事業実績

　平成２５年度実績：７，８７９検体
　　　　　　　　　　　　（あんぽ柿等の試験加工品２４２検体を含む）
　うち、基準値を超過した食品：２９件（あんぽ等の２４件を含む）
　
  ・基準値超過食品の内訳（あんぽ柿等の試験加工品を除く）
　　　５件：梅干し（１件）、乾しいたけ（２件）、干しぜんまい（１件）、
　　　　　　　わらび塩漬（１件）
  ※　すべて出荷前の検査であったことから、流通販売されて
　　　　いません。

　県内で捕獲された野生鳥獣の
肉の放射性物質検査について
は、一般社団法人福島県猟友
会に検体の採取、民間業者に
検体のトリミングを委託して実施
しています。調査を継続して実
施することで、狩猟関係者をは
じめ県民の生活環境の安全・安
心を確保しています。
　なお、検査結果は、速やかに
報道機関へ情報提供するととも
に、県のホームページにも掲載
しています。

（２）平成26年度上半期実績
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No７
加工食品の放射能測定事
業
（事業者の自主検査）
【産業創出課】

（１）平成25年度事業実績

　相談件数：2,692件
　測定件数：2,559件（100Bq/kg超　1件（干しぜんまい））

　県内の食品製造業における風
評被害対策として、ハイテクプラ
ザ及びハイテクプラザ会津若松
技術支援センターにおいて、県
内の食品加工業者を対象とした
加工食品の放射性物質の検査
を行い、検査に伴う事業者の負
担軽減と検査の迅速化、検査頻
度の向上を図るとともに、流通上
の不安を払拭します。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　県内の食品加工業者が製造する加工食
品の自主検査を支援するため、ハイテクプラ
ザおよびハイテクプラザ会津若松支援セン
ターにて無料で放射性物質検査を実施しま
した。

　測定件数：1,108件
　（基準値超過報告なし）

継続して検査体制を維持し、加工食品
業者の自主検査を支援していきます。

No８
商工業者のための放射能
検査支援事業（事業者の
自主検査）
【産業創出課】

（１）平成25年度事業実績

　測定件数：2,626件(100Bq/kg超　2件（小魚からあげ、大豆（味噌原料））

　県内食品製造業者が身近で
放射性物質検査を実施すること
ができるよう、全県的な検査体
制を構築するため、県内の１０商
工会議所と２６商工会に簡易放
射性物質測定器を配置し検査
体制を維持するための補助を行
い、風評被害の払拭と消費者へ
の安全・ 安心を提供します。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　県内の食品加工業者が製造する加工食
品の自主的なスクリーニング検査を支援す
るため、県内10商工会議所と26商工会にて
無料で放射性物質スクリーニング検査を実
施しました。
　測定件数1,490件（9月末）
　　（基準値超過報告なし）

　継続して自主検査体制を維持してい
きます。

No９
自家消費野菜等放射能検
査事業
【消費生活課】

（１）平成25年度事業実績

　　検査実施検体数（全市町村）：130,440件
　検査結果（スクリーニングレベル（基準値の1/2（＝50Bq／kg））を
　　超えた件数）：12,114件
　精度管理のための現地訪問（全市町村）：762回
　研修会実施回数：10回（延べ455名参加）

　食品の安全・安心を確保する
ため、住民に身近な公共施設等
に自家消費野菜、野生の山菜・
きのこ類及び飲用の井戸水・湧
き水の放射性物質を分析するた
めの放射能簡易分析装置を整
備し、無料で検査を行います。
　検査は県（消費生活センター）
及び各市町村が主体となり、検
査窓口に住民から試料（検体）
を持ち込んでもらうことにより実
施します。検査結果について
は、各実施主体のホームページ
等において公表します。
  また、正確な検査結果を確保
するため、検査の精度管理・操
作員研修を行います。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　県及び市町村において、地域住民から申
込みがあった自家消費野菜等の検体につ
いて、９月末までに63,538件の放射性物質
検査を行いました。（うち基準値の1/2超：
6,454件）
　また、検査の精度管理として委託事業者
により385回の現地訪問を行ったほか、検査
員を対象とした研修会を４回開催し、延べ
192名に対し必要な知識の普及を図りまし
た。

　引き続き、住民からの申込みによる自
家消費野菜等放射能検査を実施しま
す。
　また、委託事業者等による現地訪問
を年度末までに累計760回行うほか、検
査員を対象とした研修会も引き続き開
催していく予定です。
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No１０
学校給食用食材の放射性
物質検査
【健康教育課】

（１）平成25年度事業実績

　補助事業実施市町村：４３市町村
　検査実施県立学校：１７校

　児童生徒の安全･安心を確保
するため、市町村及び県立学校
の学校給食用食材の放射性物
質について検査を行います。県
は検査を実施する市町村に対し
放射性物質検査機器の購入経
費、検査員雇用経費及び試料
代を補助します。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　学校給食用食材の放射性物質検査を実
施し、児童生徒等の安全・安心の確保に努
めました。
　補助事業実施市町村　27市町村
　検査実施県立学校　17校

　引き続き放射性物質検査を実施する
とともに、検査機器の校正を行います。
　県立学校検査機器校正予定　17校

No１１
学校給食放射性物質モニ
タリング事業
【健康教育課】

（１）平成25年度事業実績

　　2，480検体
　　　　放射性物質検出件数：６件
　　　　　　最大検出値：1.28Bq/kg

　児童生徒等のより一層の安
全・安心を確保する観点から、
学校給食における放射性物質
の有無や量について把握する
ため、希望する市町村の学校給
食一食全体について事後検査
を行います。県は検査機関と委
託契約を結び希望する市町村
の給食を検査し、市町村に試料
代を支払います。
  なお、本事業の実施に当たっ
ては、関係機関と連携・協力す
るとともに、検査結果を公表する
などの取組を併せて行います。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　学校給食における放射性物質の有無や量
を把握し、児童生徒等のより一層の安全・安
心を確保するため、希望する市町村及び県
立学校において学校給食丸ごと１食分の事
後検査を行い、検査結果をホームページ上
で公表しています。
　検査した検体数　８０７検体（食品衛生法
上の基準値を超過した検体はありませんで
した。）

　市町村及び県立学校での検査実施見
込み検体数　約2,000検体

No１２
日常食の放射性物質モニ
タリング調査
【放射線監視室】

（１）平成25年度事業実績

・実施回数：１回
・実施人数：398人
・検体数：398検体（一般食品の基準値100Bq/kgを超えた
　　　　　　検体なし）
・対象核種：放射性セシウム（398検体、最大値3.2 Bq/kg）
               放射性ストロンチウム（52検体、最大値0.041 Bq/kg）

　 県内７方部において、一般家
庭の日々の食事（日常食）に含
まれる放射性物質の濃度を調
査し、県民の内部被ばく線量を
推定・評価するための基礎資料
を得ることにより、県民の安全・
安心を確保します。 具体的に
は、家庭で調理した１日分の食
事（朝・昼・夕及び間食）すべて
を１食分余分に作ってもらい、そ
れをビニール袋に入れて返送し
てもらいます。
　それらをよく混合した後、ゲル
マニウム半導体検出器を使用し
て測定を実施します。
　また、一部の検体については
放射化学分析により、放射性ス
トロンチウム濃度を測定します。
　なお、本事業の実施に当たっ
ては、関係機関と連携・協力す
るとともに、調査結果を公表する
などの取り組みを併せて行いま
す。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　
 未実施（今年度調査は下半期（１２月）に実
施予定のため）

　県内７方部の一般世帯から選定した
調査対象者の１日分の食事について、
放射性物質のモニタリング調査を実施
します。
　今年度は専門的な技術を要する放射
性ストロンチウム測定を対象者全員に
ついて実施することで、子どもの長期的
な内部被ばくに関するデータを重点的
に得ることを目的とします。

　・実施回数　１回（１２月予定）
　・調査対象者　１０４名予定（１８歳以
下）
　・対象核種　放射性セシウム、放射性
ストロンチウム
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【成果目標】
（代表指標） 24年度 25年度 26年度中間

○ ０件
（23年度実

績）
０件 ０件 ０件 ０件 -

【具体的な取組み】

26年度目標

水道水・飲用井戸水における放射性物質の
管理目標値を超過した件数

評　　価
（27年度実

施）

（３）　飲用水の放射性物質検査と測定結果の情報発信

現況値
実績

　 「福島県飲料水の放射性物
質モニタリング検査実施計画 に
基づき、水道（用水供給）事業
体の協力のもと、県内全ての水
道水を対象とした放射性物質の
モニタリング検査を実施し、安全
性の確認に努めています。
  なお、検査結果は、報道機関
へ情報提供するとともに、県
ホームページに掲載していま
す。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　県内の水道（用水供給）事業体の協力を
得て、県内全ての水道水について定期的な
放射性物質モニタリング検査を実施し、その
結果について速やかに公表しました。（水道
水の管理目標値を超過した検体はありませ
ん）
　検査箇所数：328箇所
　検査検体数：6,296件（9月末実績）

　上半期と同様、定期的な検査を実施
し、検査結果の速やかな公表に努めま
す。
　検査対象箇所数：328箇所
　検査予定検体数：6,000件

事業名称・内容 事業実績・事業計画

No１
水道水の放射性物質モニ
タリング検査
【食品生活衛生課】

（１）平成25年度事業実績

　 検査箇所数：３２４箇所
　検査検体数：１２，１５９件
  （水道水の管理目標値を超過した検体はありません。）

No２
飲用井戸水等の放射性物
質モニタリング検査
【食品生活衛生課・中核市】

（１）平成25年度事業実績

　 検査検体数：２，５２４件
  （県：1,960件、郡山市：479件、いわき市：85件）
  （水道水の管理目標値を超過した検体はありません。）

　 警戒区域や計画的避難区域
等における井戸や湧水等を水
源とする水道水以外の飲料水
について、定期的な放射性物質
のモニタリング検査を実施し、安
全性の確認を行うとともに、検査
結果について県ホームページ
等を活用し情報の提供に努めま
す。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　井戸水等を水源とする水道水以外の飲料
水について、県民からの要望を踏まえ、市
町村の協力のもと放射性物質のモニタリン
グ検査を実施し、その結果について速やか
に公表しました。（水道水の管理目標値を超
過した検体はありません）
　検査検体数：928件（県実施分、9月末実
績）

　上半期と同様、検査を継続し、検査結
果の速やかな公表に努めます。
　検査予定検体数：1,000件
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【具体的な取組み】

事業名称・内容 事業実績・事業計画

No１
食の安全・安心アカデミー
の開催
【消費生活課】

（１）平成25年度事業実績

　食の安全・安心アカデミー：３市で６回開催、
　　　　　　　　　　　　　　延べ３３５名参加
　食の安全・安心アカデミーシンポジウム：福島市で１回開催、
　　　　　　　　　　　　　　　　　１２６名参加

　食品と放射能に関する説明会：１１市１６町５村で６５回開催、
                                            延べ２，０９７名参加

（４）　食品中の放射性物質対策に伴う情報共有と
　　 　リスクコミュニケーションの促進

No２
食品等の放射能に関する
説明会（リスクコミュニケー
ション）
【消費生活課】

（１）平成25年度事業実績

　 県が主体となり、一般消費者
を対象とした放射能の正しい知
識についての説明や放射能簡
易検査の実演を通して、放射能
に関する理解に努めます。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

上半期の実施はありません。 平成２７年１月に福島市、郡山市でシン
ポジウムを開催予定。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　県産農産物の信頼回復と消費者の安心を
確保するため、放射性物質対策を含めた農
産物の安全確保の取組に関する情報発信
やＰＲ活動を県内の量販店や直売所等に委
託し実施しています。
＜ふくしま食の安全・安心情報発信業務委
託の実施＞
・業務委託先結果　　５事業者（中通り３、浜
通り１、会津１）
・実施期間　　平成２６年８月～１２月

　業務委託先の活動が円滑に進められ
るよう情報提供等の支援を行います。

　 県は、市町村等とともに、一般
消費者を対象とした放射能の正
しい知識について学習していた
だくための説明会を開催しま
す。説明会では、市町村の要望
に応じて放射能簡易検査の実
演を行うことにより、放射能に関
する理解の促進に努めます。ま
た、平成２６年度は、「食品と放
射能Ｑ&Ａ」冊子を全世帯へ配
布します。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　放射能に対する不安により、食品と放射能
に関する知識の普及が求められることから、
国・県・市町村が連携し、一般消費者に身近
な場所において１０市２町２村において３６回
開催し、延べ2,734人の参加を得て、放射能
に関する知識や情報を提供し理解の促進や
不安の払拭を図りました。

　引き続き、県内各市町村において「食
と放射能に関する説明会」を３４回開催
予定。
　また、県内全世帯を対象に「食品と放
射能Q&A」冊子を配布します。

No３
食の安全・安心推進事業
【環境保全農業課】

（１）平成25年度事業実績

　ふくしまの恵み安全・安心食育推進活動業務委託の実施
　・業務委託先　６事業者（中通り４、浜通り１、会津１）
　・実施期間　  約７か月間（８月～２月）

　県内量販店の協力を得なが
ら、県内農産物の産地情報を消
費者に発信するとともに、食品
の放射能対策を含めた食育活
動を通して、県産農林水産物の
信頼回復と消費者の安全・安心
の確保に努めてまいります。
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　「ふくしま 新発売。」WEBアクセス数
　（モニタリング情報以外のページを含む。）
 　H25.4.1～H26.3.31
   　ﾍﾟｰｼﾞﾋﾞｭｰ計 5,492,448（日平均 15,048）
     訪問者数計     974,091（日平均   2,669)

　県産農林水産物について、県
がこれまでに実施したすべての
放射性物質モニタリング検査の
結果等を、品目別、地域別、地
図などの多彩な項目から簡単に
検索してご覧いただけるシステ
ムを導入して、福島県のホーム
ページに掲載しています。
　また、平成２４年８月より、加工
食品の検査結果についても、ご
覧頂けるようになりました。
　なお、英語による検索にも対
応しています。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

「ふくしま 新発売。」WEBアクセス数
　（モニタリング情報以外のページを含む。）
 　H26.4.1～H26.9.30
   　ﾍﾟｰｼﾞﾋﾞｭｰ計 2,834,467
    　　　　　 （日平均 15,489）
     訪問者数計     591,904
               （日平均   3,235)

　モニタリング検査結果掲載件数
　　品目数         382
　　検査件数  14,253

引き続き、モニタリング検査の結果等の
適時適切な公開に努めます。

No６
「ふくしま新発売。」農林水
産物モニタリング情報
【農産物流通課・食品生活衛生
課】

（１）平成25年度事業実績

　飲用井戸水等の使用に当たっ
ての放射性物質対策に関する
内容や、住民帰還後の飲用井
戸水等の使用再開に向けた留
意事項等を記載したパンフレッ
トを作成するなど、安全な井戸
の使用に向けた情報の提供と普
及啓発を図ります。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　住民帰還後における飲用井戸水等の使用
再開に当たり、窓口や電話相談等の対応を
講じるとともに、留意事項等を記載した資料
を配布しました。

　市町村と連携を図り、県民への情報
提供に努めることとします。

No５
飲用井戸水等の安全利用
のための普及啓発
【食品生活衛生課】

（１）平成25年度事業実績

　これまで農産物の安全性を確
保するため県内産地が取り組ん
できたＧＡＰ（農業生産工程管
理）やトレーサビリティを基礎とし
て、関係者一体となって、放射
性物質の検査を含めた新たな
安全管理体制の構築を進めま
す。
　また、ふくしまの恵み安全対策
協議会（関係者団体及び県を構
成員として平成２４年５月に設
立）が運営する放射性物質検査
結果等の情報公開システム「ふ
くしまの恵み農産物安全管理シ
ステム」により、消費段階での安
全性の「見える化」を推進するな
ど、県内産地の安全性確保の
取組みへの理解促進を図りま
す。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　新たに作付けが再開された地域に放射性
物質検査機器の導入を支援するなど検査体
制の整備を推進するとともに、放射性物質
の検査結果等の情報を公開する農産物安
全管理システムの改良を進め、県産農産物
の安全性の見える化を推進しました。
・米の全量全袋検査（H26.10.20現在）
　　検査点数　4,766,242点、基準値超過なし
・園芸品目の検査（H26.10.20現在）
　　検査機器整備　新たに２台導入
　　（総整備台数106台）
　　検査点数　15,244点、基準値超過なし
・農産物安全管理システムのリニューアル
　大豆、そばの検査結果等検索機能を追加

　産地における農産物等の検査を推進
し、検査結果等を発信するととに、産地
の安全確保のための取組等の発信情
報の充実を図ります。

資料配付市町村：広野町、楢葉町、川内村
　情報提供方法：広報誌等への掲載、飲用井戸水等検査受入
　　　　　　　　　　　窓口による配布等

No４
ふくしまの恵み安全・安心
推進事業　　《再掲》
【環境保全農業課、農産物流通
課、水田畑作課、園芸課】

（１）平成25年度事業実績

　米の全量全袋検査　検査機器整備　202台、検査点数　10,950,375点
                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（基準値超過点数　28点）
　園芸品目の検査　　検査機器整備　104台、検査点数　野菜24品目
　　　　　　　　　　　　　22,168点　 果樹12品目、19,589点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（基準値超過はなし）
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No８
食品衛生講習会の実施
　　《再掲》
【食品生活衛生課・中核市】

（１）平成25年度事業実績

　　＜食品衛生講習会の開催実績＞
　・食品営業施設：172回、6,102人
　・集団給食施設：65回、3,537人
　・食品衛生責任者養成（再教育）：116回、3,567人
　・消費者：47回、1,690人
　・その他（食品関係従事者等）：137回、6,220人
　　合計　537回、21,116人
　　　　うち、出前講座（一般消費者等）：294回、11,721人

　 食品営業施設や集団給食施
設等における営業者（設置者）
及び従事者を対象として、放射
性物質に関する食品衛生法上
の基準値、検査体制や検査結
果などについて、正しい知識を
習得してもらえるよう、衛生的な
食品の取扱い等の食品衛生の
知識と併せて、講習会を開催し
ます。
　また、これらの施設における食
品衛生責任者の養成又は再教
育を目的とした食品衛生責任者
養成（再教育）講習会や一般消
費者、食品関係事業者（団体）
からの依頼に基づき、開催され
る衛生講習会（出前講座）にお
いても上記の放射性物質に関
する説明を行います。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　＜食品衛生講習会の開催実績＞
　・食品営業施設：117回、3,418人
　・集団給食施設：53回、2,761人
　・食品衛生責任者養成（再教育）：63回、
    2,039人
　・消費者：32回、1,036人
　・その他（食品関係従事者等）：128回、
    4,227人
　　合　計　393回、13,481人

　県内８つの保健所で食品営業施設や
集団給食施設等における営業者（設置
者）や従事者等を対象とた衛生講習会
及び一般消費者等を対象とした出前講
座において、食品中の放射性物質の基
準値や検査体制等について説明を行い
ます。

No７
山菜・きのこによる食中毒
防止等の啓発活動
　　《再掲》
【林業振興課】

（１）平成25年度事業実績

　①県内３９市町村で、野生きのこ・山菜に関する出荷制限情報や
　　食中毒防止の広報（広報誌・ホームページへの掲載、チラシ配
　　布、回覧等）を行いました。
　②３４件の野生きのこ鑑定を実施しました。
　③毒きのこによる食中毒の注意喚起を県ホームページに掲載し
　　ました。

　  放射性物質検査により出荷
等が制限されている山菜・きのこ
に関する情報の周知及び山菜・
きのこによる食中毒防止を目的
として、県が市町村及び関係団
体と協力して啓発活動を行いま
す。具体的には、出荷等が制限
されている市町村や品目及び
食中毒事故が発生しやすい山
菜・きのこの情報を掲載したチラ
シを配布・回覧したり、広報誌・
ホームページなどへ掲載するこ
とで、広く県民に周知を図りま
す。
　また、各農林事務所、林業研
究センターなどで県民の方から
の相談に応じ、持ち込まれた山
菜やきのこの鑑定を行います。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　放射性物質検査により出荷等が制限され
ている山菜・きのこに関する情報提供や山
菜・きのこによる食中毒防止のため、県民を
対象に関係機関を通じた注意喚起や県ホー
ムページなどによる普及啓発を行いました。
また、県民からの相談に応じ、持ち込まれた
山菜やきのこの鑑定を行いました。
①県内１０市町村で野生きのこに関する出
荷制限情報や食中毒防止の広報（広報誌・
ホームページへの掲載、チラシ配布、回覧
等）を行いました。
②２０件の野生きのこ鑑定を実施しました。
③野生きのこ等に関する出荷制限情報や毒
きのこによる注意喚起を県ホームページに
掲載しました。

　本年度下半期においても、引き続き、
県民を対象に市町村や関係機関を通じ
た注意喚起、県ホームページなどによ
る普及啓発及び県民からの相談に応
じ、持ち込まれた野生の山菜やきのこ
について鑑定を行っていく予定です。
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No１１
ふくしま食の安全・安心推
進懇談会の開催
　　《再掲》
【ふくしま食の安全・安心推進会
議（関係各課・中核市）】

（１）平成25年度事業実績

　　平成２５年度は、消費者代表委員４名、生産・製造・流通業者代表委員５名及び放
射性物質に見識のある専門家を含めた学識経験者３名、計１２名の委員により、第１
回懇談会を７月、第２回懇談会を26年１月に、それぞれ「ふくしま食の安全・安心対策
プログラム」における各施策の24年度実績報告、25年度中間報告を行い、県の取組に
対して、消費者及び事業者の立場から意見をいただくとともに、食の安全・安心に関
わる情報交換や意見交換を実施しました。

　生産から流通、消費に至る食
品の安全確保に関する情報及
び意見の交換、検討を行 い相
互理解を図るとともに、食の安
全・安心の確保を推進するた
め、消費者、生産者・製造者、
流通業者、学識経験者及び行
政との情報及び意見の交換を
行います。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　平成２６年８月に、第１回ふくしま食の安
全・安心推進懇談会を開催し、県の食の安
全・安心に関わる取組である「ふくしま食の
安全・安心対策プログラム」について、情報
提供、意見交換を実施しました。

　平成２６年度第２回ふくしま食の安全・
安心推進懇談会は、平成２７年１月に
開催を予定をしており、上半期の食の
安全・安心に関わる県の取組について
情報提供、意見交換を実施することとし
ています。

No１０
食の安全に関するフォーラ
ム等の開催
　　《再掲》
【いわき市】

（１）平成25年度事業実績

　１回、１０２名参加

　食品中の放射性物質につい
ては、基準値の設定、検査体制
の整備、生産現場での対策等
が行われていますが、現在も市
民の中には、放射性物質からの
影響に大きな不安を抱える方々
が依然としており、食の安全に
関するフォーラム等を開催する
ことにより、食品の安全確保に
ついて、専門的かつ幅広い視
野に立った基調講演、消費者、
生産者、食品事業者及び行政
による意見交換等を行い、市民
のより一層の理解と安心を得て
いただけるよう、放射性物質に
関する食の安全・安心に対する
不安等の解消や情報の共有化
を図ることに努めています。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　下半期事業のため実施はありません。 　「食品安全委員会ｉｎいわき市　地域の
指導者を対象としたフォーラム～もっと
知りたい！ノロウィルスのこと～」を食品
安全委員会と共同開催します。

　平成２５年度実績：県内６地域、計６回開催

　食中毒発生の危険性の高い
夏季に、各保健所が、食中毒防
止対策、食品衛生思想の普及
啓発を目的として、消費者及び
食品関連事業者と食品衛生に
関わる懇談会を開催します。
　本懇談会においては、各保健
所による放射性物質に関する食
品衛生法上の基準値、検査体
制及び検査結果などに係る知
識・情報の提供、食品関連事業
者による安全な食品の製造・加
工への取組みの情報提供や消
費者からの意見をお聞きするな
ど、互いに情報と意見交換を行
い、相互理解を図ることもって、
食の安全・安心の確保に努めて
いきます。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　上半期は、県北、県中、県南及び会津地
域において、各管轄保健所が、消費者及び
食品関係事業者を対象に食の安全・安心と
放射性物質に関わる情報提供、意見交換会
（懇談会）を開催しました。

　下半期は、南会津、相双地域におい
て、食品衛生懇談会を開催し、消費者、
事業者及び行政の立場から放射性物
質対策を含めた、食の安全・安心につ
いて意見交換会を実施します。

No９
食の安全・安心に関わる
消費者・事業者・行政の懇
談会の開催
　　《再掲》
【食品生活衛生課】

（１）平成25年度事業実績
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【具体的な取組み】

（５）　食品中の放射性物質対策に関する調査研究の推進

　食品の放射性物質の検査方
法については、国から示されて
いますが、水戻しや熱水により
抽出して飲食する加工食品（乾
燥野菜、乾燥茶など）の検査法
は、これまで一部の食品のみし
か示されていないため、これらの
加工食品の重量変化率を明確
にした検査法の確立に向けて、
科学的データを収集し、得られ
た知見や情報を国、関係機関
へ提供していきます。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

　昨年度に引き続き、一部検査方法が明確
になっていない加工食品（乾燥野菜、乾燥
茶など）について、水戻しや熱水により抽出
する前処理技術の確立に向けて、試験調査
を実施しました。

　下半期も引き続き、冬季に加工が行
われる凍み豆腐や凍みもちなどの加工
食品について、試験調査を行い、科学
的データを収集していきます。

事業名称・内容 事業実績・事業計画

No１
加工食品の放射性物質測
定に関する調査
【食品生活衛生課・薬務課】

（１）平成25年度事業実績
　平成25年度は、２４年度に引き続き、「凍み豆腐」と「打ち豆」に加え、「麩」の水戻し
方法の調査研究を行いました。
　試験にあたっては、製造者やウェブサイト等から調理方法についての情報を収集
し、それらに共通する調理方法を採用し、重量変化率を算出しました。
　試験の結果、「凍み豆腐」：3.8±0.58、「打ち豆」：1.8±0.66、「麩」：6.6±0.88という
値が得られ、この値は、ばらつきも小さく、各食品の水戻しによる重量変化を示す値と
しては良好であると考えられた。今後、正式な検査への適用を視野に入れ、本研究を
継続していきます。

No２
放射性物質除去・低減技
術開発事業
【農業振興課】

（１）平成25年度事業実績

○「農作物の放射性セシウム対策に係る除染及び技術対策指針」第３版を公表しまし
た。
○「放射性セシウム濃度の高い米が発生する要因とその対策について」第2版を公表
しました。
○土壌中のCｓ濃度の経年変化及び作物への移行要因を調査するため、 380地点で
土壌調査を実施しました。
○研究成果については、ＨＰに公表するとともに、農林漁業者や市町村等関係団体
への説明会を開催し情報の提供に努めました。

　国と連携して農地の土壌調査
を継続的に実施し、放射性物質
濃度マップの更新と公表を行う
とともに、農地や森林等の除染
技術や農林水産物における放
射性物質の吸収抑制技術等の
開発を行い、得られた知見や情
報、対策技術を農林漁業者や
関係機関へ提供していきます。

（２）平成26年度上半期実績 （３）平成26年度下半期活動計画

○土壌中のCｓ濃度の経年変化及び作物へ
の移行要因を調査するため、 404地点で土
壌調査を実施中です。
○放射性物質除去・低減技術開発事業の
56課題について研究開発に取り組んでいま
す。

＜課題の内訳＞
　・農業分野41課題
　・林業分野　6課題
　・水産分野　9課題

○平成25年度の「農地土壌の放射性物
質濃度分布図」が農林水産省農林水産
技術会議より公表します(10月17日)。
○土壌中のCｓ濃度の経年変化及び作
物への移行要因を調査するため、 404
地点で土壌調査を引き続き実施しま
す。
○現在取り組んでいる56課題について
有用な情報及び実用性の高い技術に
ついては順次成果を取りまとめ提供し
ます。
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